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正規雇用と非正規雇用労働者の推移

4

○ 正規雇用労働者は3,606万人（2023年平均。以下同じ）。対前年比で９年連続の増加（＋18万人）。
○ 非正規雇用労働者は2,124万人。2010年以降増加が続き、2020年、2021年は減少したが、2022年以降増加(＋23万人)。
○ 役員を除く雇用者に占める非正規雇用労働者の割合は37.1％ 。前年に比べ0.2ポイントの上昇。
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（資料出所）1999年までは総務省「労働力調査（特別調査）」（2月調査）長期時系列表9、2004年以降は総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表10
（注）1）2009年の数値は、2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。

2）2010年から2014年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
3）2015年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
4）2011年の数値、割合は、被災3県の補完推計値を用いて計算した値（2015年国勢調査基準）。
5）雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。
6）正規雇用労働者：勤め先での呼称が「正規の職員・従業員」である者。
7）非正規雇用労働者：勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」である者。
8）割合は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める割合。



（資料出所）1994年までは総務省「労働力調査（特別調査）」（2月調査）長期時系列表9、2004年以降は総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表10
（注）1）2014年の数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。

2）2015年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
3）割合は、男女別の正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める非正規雇用労働者の割合。
４）括弧内は、（男女別の非正規雇用労働者数）／（男性の非正規雇用労働者数＋女性の非正規雇用労働者数）×100（％）で算出。

非正規雇用労働者の推移（男女別）

5

○ 非正規雇用労働者の人数は、男女とも2020年、2021年は減少したが、2022年以降増加。
○ 非正規雇用労働者の割合は、男性はおおむね横ばい、女性は低下傾向となっている。
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（資料出所）「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表10
注） 1) 2007年の数値は、2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。

2) 2012年から2014年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
3) 2015年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
4） 割合は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める非正規雇用労働者の割合。

正規雇用・非正規雇用労働者の推移（男性・年齢階級別）

6

男性の年齢階級別の正規雇用・非正規雇用労働者の推移をみると、
○ 非正規雇用労働者の割合は、近年は横ばい程度で推移し、特に55～64歳ではやや低下傾向もみられる。
○ 65歳以上では非正規雇用労働者を中心に、雇用者が大幅に増加している。
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（資料出所）「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表10
注） 1) 2007年の数値は、2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。

2) 2012年から2014年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
3) 2015年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
4） 割合は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める非正規雇用労働者の割合。

正規雇用・非正規雇用労働者の推移（女性・年齢階級別）

7

女性の年齢階級別の正規雇用・非正規雇用労働者の推移をみると、
○ 非正規雇用労働者の割合は、近年は25～34歳を除いて横ばい程度で推移し、25～34歳では低下傾向もみられる。
○ 65歳以上では非正規雇用労働者を中心に、雇用者が大幅に増加している。
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（資料出所）総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表10
（注）1）2005年から2009年までの数値は、2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値。

2）2010年から2014年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値。
3）2015年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値。
4）2011年の数値は、被災3県の補完推計値を用いて計算した値（2015年国勢調査基準）。 5）括弧内は、非正規雇用労働者に占める年齢階級別の割合。

非正規雇用労働者の推移（年齢階級別）

8

○ 非正規雇用労働者の人数は増加傾向。
○ 年齢階級別で見ると、65歳以上で顕著に増加。45歳未満でみればほぼ横ばいで推移。
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非正規雇用労働者の推移（雇用形態別）
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○ 非正規雇用労働者の人数は増加傾向。
○ 2023年の非正規雇用労働者に占めるパートの割合は約5割。

（資料出所）総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表10
（注）1)2005年から2009年までの数値は、2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値。

2)2010年から2014年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値。
3)2015年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値。
4)2011年の数値は、被災3県の補完推計値を用いて計算した値（2015年国勢調査基準）。
5) 2002年から2012年までは、非正規雇用労働者の内訳は 「パート」「アルバイト」「派遣社員」「契約・嘱託」「その他」。

2013年以降は、非正規雇用労働者の内訳は「パート」「アルバイト」「派遣社員」「契約」「嘱託」「その他」。
6) 括弧内は、非正規雇用労働者に占める各雇用形態別の割合。
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正規雇用・非正規雇用労働者数（従業者規模別・雇用形態別）
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○ 2023年平均の従業者規模別では、規模が大きくなるにつれて、①正規雇用労働者の割合が高くなる傾向、②パー
ト・アルバイトの割合は低下傾向、③派遣社員・契約社員・嘱託の割合は増加傾向、にあるが、規模が100～499人
を超えてからはその傾向はみられない。

（資料出所）総務省「労働力調査（詳細集計）」（2023年平均）第Ⅱ-１表
(注）1）雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。

2）正規雇用労働者：勤め先での呼称が「正規の職員・従業員」である者。
3）非正規雇用労働者：勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」である者。
4）割合は、従業者規模別における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める雇用形態別の割合。
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産業別の非正規雇用労働者割合（2 0 2 3年平均）
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○ 役員を除く雇用者に占める非正規雇用労働者の割合は、37.1％（産業計・2023年平均）。産業別に見ると、ばら
つきはあるが、『宿泊業、 飲食サービス業』等のサービス関係の業種、『卸売業、小売業』といった産業で、特に
高くなっている。
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非正規雇用労働者の割合
（産業計）：37.1％

（資料出所） 総務省「労働力調査（詳細集計）」（2023年平均）第Ⅱ-１表
（注） 1）正規雇用労働者：勤め先での呼称が「正規の職員・従業員」である者。

2）非正規雇用労働者：勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」である者。
3）割合は、産業別の正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める非正規雇用労働者の割合。

（％）

参考



パート・有期社員を雇用している理由（大企業）

○ 有期フルタイムは「定年退職者の再雇用のため」の割合が76.3％で最も高い。その他、雇用形態にかかわらず「簡単な
内容の仕事や、責任が軽い仕事のため」「労働者自身が希望したため」 「人件費が割安のため」と回答した割合が比較的
高い。
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す
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採
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他

無
回
答

※ パート・有期社員を雇用している企業を対象に集計
12

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（企業調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

企業調査
速報値・未定稿



パート・有期社員を雇用している理由（中小企業）

○ 有期フルタイムは 「定年退職者の再雇用のため」の割合が61.4％で最も高い。その他、雇用形態にかかわらず、「簡単な
内容の仕事や、責任が軽い仕事のため」「労働者自身が希望したため」 「人件費が割安のため」と回答した割合が高いこと
などでは、大企業と同様の傾向にある。
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企業調査

13
（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（企業調査）」（2023年）

速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿

※ パート・有期社員を雇用している企業を対象に集計
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平成29年

派遣労働者を就業させる（受け入れない）理由

派遣労働者を就業させる主な理由は、「欠員補充等必要な人員を迅速に確保できるため」が 76.5％と最も高く、

次いで「一時的・季節的な業務量の変動に対処するため」37.2％、「軽作業、補助的業務等を行うため」30.9％

派遣労働者を受け入れない主な理由は、「今いる従業者で十分であるため」が 56.2％と最も高く、次いで「費用

がかかりすぎるため」29.4％、「派遣労働者を受け入れるより他の就業形態の労働者を採用しているため」21.7％

14

派遣労働者を就業させる理由別事業所割合
（複数回答３つまで）

（派遣労働者が就業している事業所計＝100）

派遣労働者を就業させる理由別事業所割合
（複数回答３つまで）

（派遣労働者が就業している事業所計＝100）

派遣労働者を受け入れない理由別事業所割合
（複数回答３つまで）

（派遣労働者が就業していない事業所計＝100）

派遣労働者を受け入れない理由別事業所割合
（複数回答３つまで）

（派遣労働者が就業していない事業所計＝100）

（資料出元）厚生労働省「派遣労働者実態調査（事業所調査）」

派遣先調査

速報値・未定稿



非正規雇用を選んだ理由（年推移）（男女計）

15

○ 非正規雇用を選んだ主な理由として、「自分の都合のよい時間に働きたいから」「家計の補助・学費等を得たいから」
「家事・育児・介護等と両立しやすいから」等の理由で非正規雇用を選んだ者の割合は増加傾向で、直近では77％。

○ 不本意非正規雇用労働者の割合は低下傾向で、直近では１割を下回っている。

(資料出所)総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）Ⅱ-16表
注1）非正規雇用を選んだ理由については、2013年第１四半期から集計を開始している。

2）現職の雇用形態（非正規雇用）についた主な理由の回答を対象とし、割合は、非正規雇用労働者のうち、現職の雇用形態についた主な理由に関する
質問に対し、回答をした者の数を分母として算出。

3）現職の雇用形態（非正規雇用）についた主な理由の項目について、「その他」と回答した者は表示していない。
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「不本意非正規雇用」の状況（年齢別・雇用形態別）（2 0 2 3年平均）

16

○ 年齢別には25～34歳の層、雇用形態別には派遣社員において、不本意非正規雇用労働者の割合が高い。

割 合
（％）

人 数
（万人）

9.6(▲0.7)196全 体

4.1(▲0.9)1115～24歳

13.1(▲2.5)3025～34歳

9.5(▲1.4)2935～44歳

11.4(▲0.1)4845～54歳

11.3(▲0.8)4955～64歳

7.4(＋0.4)2965歳以上
（資料出所）総務省「労働力調査（詳細集計）」（2023年平均） 第Ⅱ-16表

注） 1）雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。
2）非正規雇用労働者：勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」である者。
3）不本意非正規雇用労働者：現職の雇用形態（非正規雇用）についた主な理由が「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答した者。

割合は、非正規雇用労働者のうち、現職の雇用形態についた主な理由に関する質問に対して、回答をした者の数を分母として算出している。
4）割合の（ ）で示した数値は、対前年比（％ポイント）。

割 合
（％）

人 数
（万人）

9.6(▲0.7)196全 体

5.8(▲0.6)58パート

6.5(▲0.5)29アルバイト

25.3(▲2.0)38派遣社員

19.5(▲1.3)52契約社員

12.3(▲1.3)13嘱託

6.5(▲0.3)5その他



不本意非正規雇用労働者の推移（性別・年次）

17

○ 不本意非正規雇用労働者の割合は、男女とも前年比で低下傾向が続いている。
○ 男性における割合は2023年平均で15.3％と、女性の6.9％に比べて大きく上回っている。

（資料出所）総務省「労働力調査（詳細集計）」Ⅱ-16表
注 1）2014年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。

2）2015年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
3）不本意非正規雇用労働者：現職の雇用形態（非正規雇用）についた主な理由が「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答した者。

割合は、非正規雇用労働者のうち、現職の雇用形態についた主な理由に関する質問に対して、回答をした者の数を分母として算出。
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不本意非正規雇用労働者の推移（年齢別・年次）

18

○ 不本意非正規雇用労働者の割合を年齢別でみると、特に44歳以下において明確な低下傾向がみられる。
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（資料出所）総務省「労働力調査（詳細集計）」Ⅱ-16表
注 1）2014年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。

2）2015年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
3）不本意非正規雇用労働者：現職の雇用形態（非正規雇用）についた主な理由が「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答した者。

割合は、非正規雇用労働者のうち、現職の雇用形態についた主な理由に関する質問に対して、回答をした者の数を分母として算出。



資料出所：総務省「労働力調査（詳細集計）」Ⅱ-7表
注1）2012年7～9月から2017年10～12月までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値。

2）2018年1～3月から2021年10～12月までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値。
3）過去３年間に離職した者について、「前職が非正規雇用で現職が正規雇用である者」数から「前職が正規雇用で現職が非正規雇用である者」数を減じた数を記載。
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○ 55歳未満では、正規雇用への移行（「非正規雇用⇒正規雇用」）が非正規雇用への移行（「正規雇用⇒非正規雇
用」）を上回っている。



現 職 を 選 択 し た 理 由 別 に み た 非 正 規 雇 用 労 働 者 の 推 移

総数

0

400

800

1200

1600

2000
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19 20 21 22 23

（１）男女計

自分の都合のよい時間に働きたいから 家計の補助・学費等を得たいから

家事・育児・介護等と両立しやすいから 通勤時間が短いから

専門的な技能等をいかせるから 正規の職員・従業員の仕事がないから

その他 総数

（万人）

（年）

229万人

229万
人
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（２）男性（万人）

（年）

７万人
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（３）女性（万人）

（年）

222万人

資料出所 総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成
（注） １）非正規雇用労働者のうち、現職の雇用形態についている主な理由の内訳を示したもの。

２）時系列接続を行うために、2019～2021年までは、2020年国勢調査基準人口のベンチマーク人口に基づいた数値を使用。

○ 非正規雇用労働者を選択した理由をみると、2023年では「自分の都合のよい時間で働きたいから」が712万人(35％)、「家
計の補助・学費等を得たいから」が376万人（18％）、「家事・育児・介護等と両立しやすいから」が229万人（11％）等と
なっている。そのうち、「家事・育児・介護等と両立しやすいから」を選択した者については、９割以上が女性である。

○ これらの者は、柔軟な働き方の推進や、家事・育児・介護等のサポートが充実すれば、正規雇用労働者として働く可能性が
ある。

現職を選択した理由別にみた非正規雇用労働者数の推移
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Ⅰ．非正規雇用労働に関する現状

１．正規・非正規雇用の状況・・・・・・・・・・４

２．非正規雇用労働者の待遇等・・・・・・・・２２

３．派遣労働者の待遇等・・・・・・・・・・・２８



一般労働者（フルタイム）の雇用形態別賃金及び雇用形態間賃金格差の推移

（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 結果概況 付表2

注１）雇用形態別に関する集計は平成17年以降行っている。平成30年以前は、調査対象産業「宿泊業,飲食サービス業」のうち「バー,キャバレー,ナイトクラブ」を除外している。

２）令和2年より有効回答率を考慮した推計方法に変更している。（「令和元年※」は令和2年と同じ推計方法で集計した令和元年度数値を参考として掲載したものである）

３）賃金は6月分の所定内給与額の平均である。
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○ 一般労働者（フルタイム）の雇用形態間賃金格差は、縮小傾向にある。
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パートタイム労働者の時給・特別給与（賞与等）の推移

○パートタイム労働者の時給の推移
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年

○ パートタイム労働者の時給は年々増加傾向にある。特別給与額は改正パートタイム・有期雇用労働法が施行された2020年
に大幅に増額となっている。
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○一般労働者とパートタイム労働者の特別給与の対前年度増減率
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○パートタイム労働者の特別給与額の推移

資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」より雇用環境・均等局有期･短時間労働課作成
（注１）特別給与：①夏冬の賞与、期末手当等の一時金、②支給事由の発生が不定期なもの、③３か月を超える期間で算定される手当等、④ベースアップの差額追給分 等
（注２）2024年1月分確報において、母集団労働者数の更新作業（ベンチマーク更新）を行ったため、2023年度の前年度比は、ベンチマーク更新の影響を考慮した参考値等を基に作成

した2022年度の数値と比較を行い算出している。



労働者の賃金カーブ（雇用形態別・時給ベース）（2 0 2 3年平均）

24

○ 正社員・正職員以外では、一般労働者（正社員・正職員）のような賃金上昇カーブがあまり見られない。

○ 短時間労働者（正社員・正職員）は、40～44歳までは賃金の上昇が見られるが、45歳以降では見られない。
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一般労働者
（正社員・正職員）

一般労働者
（正社員・正職員以外）

短時間労働者
（正社員・正職員）

短時間労働者
（正社員・正職員以外）

（円）

一般労働者（正社員・正職員）の
平均賃金2,014円

一般労働者（正社員・正職員以外）の
平均賃金1,407円

短時間労働者（正社員・正職員）の
平均賃金1,900円

短時間労働者（正社員・正職員以外）の
平均賃金1,392円

（資料出所） 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」雇用形態別 第1表（一般労働者、短時間労働者）より雇用環境・均等局作成
（注） 1）賃金は、2023年6月分の所定内給与額。

2）一般労働者：常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者。一般労働者の平均賃金は、所定内給与額を所定内実労働時間数で除した値。
3）短時間労働者：同一事業所の一般の労働者より１日の所定労働時間が短い又は１日の所定労働時間が同じでも１週の所定労働日数が少ない労働者。
4）正社員・正職員：事業所で正社員・正職員とする者。正社員・正職員以外：事業所で正社員・正職員以外の者。
5）一部の労働者（特に短時間労働者）の賃金については、所定内実労働時間数の長短により影響を大きく受ける場合があることに留意が必要。



労働者の賃金カーブ （ 男女 計･ 雇 用形 態別･ 企 業 規模 別･ 時 給ベ ース ） （ 2 0 2 3 年 平均 ）
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（資料出所） 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（2023年） 雇用形態別表：第1表
（注） 1）賃金は、2023年6月分の所定内給与額。

2）一般労働者：常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者。一般労働者の平均賃金は、所定内給与額を所定内実労働時間数で除した値。
3）短時間労働者：同一事業所の一般の労働者より１日の所定労働時間が短い又は１日の所定労働時間が同じでも１週の所定労働日数が少ない労働者。
4）正社員・正職員：事業所で正社員・正職員とする者。正社員・正職員以外：事業所で正社員・正職員以外の者。
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〇 正社員については年齢とともに賃金が上昇しており、企業規模が大きいほど上昇する度合いも大きくなっている。
〇 正社員以外については、企業規模にかかわらず、年齢が上昇しても賃金はほぼ横ばい。
〇 特に大企業において、正社員と正社員以外の賃金カーブの差が大きい。



教育訓練の実施状況

26

○ いずれの就業形態においても「計画的な教育訓練（OJT）」、「入職時のガイダンス（Off-JT）」は正社員と比べて
７割程度の実施となっているが、「将来のためのキャリアアップのための教育訓練（Off-JT）」は４割を下回っている。

（資料出所）厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」（2021年）（事業所調査）表４
注）1）「正社員に実施」した割合を100とし、うち「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」にも実施した企業割合

2）無期雇用パートタイム：常用労働者のうち、企業（事業所）に直接雇用されている労働者で、期間を定めずに雇用されており、かつ、１週間の所定労働時間が同一の事業主に
雇用された通常の労働者（正社員）に比べて短い労働者をいう。

3）有期雇用パートタイム：常用労働者のうち、企業（事業所）に直接雇用されている労働者で、１年契約、６か月契約など期間を定めた労働契約により雇用されており、かつ、
１週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用されている通常の労働者（正社員）に比べて短い労働者をいう。

4）有期雇用フルタイム ：常用労働者のうち、企業（事業所）に直接雇用されている労働者で、１年契約、６か月契約など期間を定めた労働契約により雇用されており、かつ、
１週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用されている通常の労働者（正社員）と同じ労働者をいう。

5）計画的なOJT ：日常の業務に就きながら行われる教育訓練をいい、教育訓練に関する計画を作成するなどして教育担当者、対象者、期間、内容などを具体的に定めて、
段階的・継続的に教育訓練を実施することをいう。

6）OFF－JT ：業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練（研修）をいう。
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資料出所：厚生労働省「労働者派遣事業報告（年度報告）」

※１ 賃金は、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が派遣労働者に支払う全てのものについて、１時間換算したもの。

※２ 2015（平成27）年度については改正法施行前後の集計結果の平均を採用（参考値）し、（旧）特定労働者派遣事業に係る経過措置期間が平成30年9月29日で終了したため、平成30年度以降は一般労働者派遣事業のみの集計

※３ 一般賃金水準については、平成30年改正法の施行に伴い2020（令和２）年度より、労使協定方式による派遣労働者の待遇確保を行う派遣元事業所において適用を開始。労使協定の対償となる派遣労働者の賃金については、賃金構造基本統計調査若しくは職業安定業務統計

により算定される賃金水準以上となるよう労使で賃金水準を決定する必要がある。各調査結果による賃金水準の算定方法については厚生労働省ホームページを参照。（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html）

※４ 「無期」とは、労働者派遣法第30条の２第１項に規定する無期雇用派遣労働者。

※５ 「有期」とは、労働者派遣法第30条第１項に規定する有期雇用派遣労働者。

派遣労働者の賃金（時間給）の推移
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（＋0.9％）
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1,175 

（＋1.6％）
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（＋0.8％）

1,218 
（＋1.8％）

1,248 
（＋2.5％）

0

500

1,000

1,500

2,000

2005年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

派遣労働者（(旧）特定労働者派遣事業） 派遣労働者（一般労働者派遣事業） 派遣労働者（一般労働者派遣事業）
（円/h）

一般賃金水準（賃金構造基本統計調査）一般賃金水準（賃金構造基本統計調査）

● 派遣労働者の賃金は上昇傾向にある。

全体有期雇用派遣労働者無期雇用派遣労働者
2022年度2021年度2020年度2019年度2022年度2021年度2020年度2019年度2022年度2021年度2020年度2019年度

1,9961,9621,9491,9041,7081,6761,6541,6042,0582,0292,0201,982
全業務計

(+1.7%)(+0.7%)(+2.4%)－(+1.9%)(+1.3%)(+3.1%)－(+1.4%)(+0.4%)(+1.9%)－

2,5152,4862,4722,4302,4212,3822,3312,2802,5392,5082,4992,470
情報処理・通信技術者

(+1.2%)(+0.5%)(+1.7%)－(+1.6%)(+2.2%)(+2.3%)ー(+1.2%)(+0.4%)(+1.2%)ー

1,4571,4291,4121,3551,3871,3681,4961,2831,5261,5031,4971,441
一般事務従事者

(+1.9%)(+1.2%)(+4.3%)－(+1.4%)（▲8.6％）(+16.6%)ー(+1.5%)(+0.4%)(+3.9%)ー

1,3701,3411,3251,2911,3251,2931,2741,2371,3971,3731,3561,328
製品製造・加工処理事業者

(+2.1%)(+1.2%)(+2.6%)－(+2.5%)(+1.6%)(+3.0%)ー(+1.7%)(+1.3%)(+2.1%)ー

一般賃金水準（職業安定業務統計）一般賃金水準（職業安定業務統計）
（参考）主要業務における賃金状況 （円）



派遣労働者の雇用形態（無期・有期）・業務別等の平均賃金（時間給）
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（資料出所）厚生労働省「令和４年度労働者派遣事業報告書の集計結果（速報）」

※労働者派遣の実績のあった事業所について各事業所の派遣労働者の賃金を単純平均したものである。

※派遣労働者の賃金は、派遣労働者１人１時間当たりの平均額である。

※各業務については、日本標準職業分類（中分類）に基づく職種に基づき、該当する派遣労働者（日雇派遣労働者を除く。）の区分及び従事した業務の種類別に実績を記載したものである。

派遣労働者平均主要業務における賃金状況
（2022年度） 有期雇用派遣労働者無期雇用派遣労働者

うち協定対象労働者うち協定対象労働者

1,715円1,708円2,051円2,058円1,996円全業務平均

2,036円2,032円2,203円2,199円2,138円製造技術者

2,413円2,421円2,525円2,539円2,515円情報処理・通信技術者

1,387円1,387円1,525円1,526円1,457円一般事務従事者

1,474円1,479円1,673円1,686円1,569円営業・販売事務従事者

1,472円1,473円1,704円1,710円1,608円事務用機器操作員

1,332円1,325円1,403円1,397円1,370円製品製造・加工処理事業者

1,363円1,361円1,478円1,481円1,433円機械組立従事者

1,295円1,297円1,403円1,397円1,357円製品検査従事者

1,329円1,321円1,394円1,388円1,356円運搬従事者

（円）2022年度の雇用形態計・全業務平均の賃金（時間給）は1,996円、前年度との比較で+1.7%上昇している。

主要業務では、「情報処理・通信技術者」が最も高く、次いで「製造技術者」、「事務用機器操作者」、

「営業・販売事務従事者」の順となる。



雇用形態別（無期・有期）の派遣労働者の賃金（時間給）

無期雇用派遣労働者

1,875 

1,979 
(+5.6％)

1,973 
(▲0.3％)

1,982 
(+0.5%)

2,020 
（+1.9％）

2,029 
(+0.5%)

2,058 
(+1.4％)

有期雇用派遣労働者

1,440

1,527
(+6.0％)

1,576
(+3.2%)

1,604
(+1.8%)

1,654
(+3.1%)

1,676
(+1.3%)

1,708
(+1.9%)
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1,900

2,000

2,100

2,200

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

（円）

賃金は、無期・有期雇用派遣労働者ともに上昇傾向にある。

相対的に有期雇用派遣労働者に係る向上割合が高い。
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資料出所：厚生労働省「労働者派遣事業報告（年度報告）」
※ 賃金は、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が派遣労働者に支払う全てのものについて、１時間換算したもの。
※「無期雇用派遣労働者」とは、・・・ 派遣労働者のうち、期間を定めないで雇用される派遣労働者
※「有期雇用派遣労働者」とは、・・・ 派遣労働者のうち、期間を定めて雇用される派遣労働者



Ⅱ．H30年パートタイム・有期雇用労働法改正の

施行状況等

１．H30年パートタイム・有期雇用労働法改正・

同一同一ガイドラインの施行状況・・・３３

２．その他

・正社員転換の現状・・・・・・・・・・５５
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（資料出所）厚生労働省「労働経済動向調査」より雇用環境・均等局 有期・短時間労働課作成。

注１）令和６年のデータについては令和６年11月１日現在、令和４年のデータについては令和４年11月１日現在、

令和２年のデータについては令和２年11月１日現在の調査結果。

注２）同一労働同一賃金ルールは、令和２年４月施行（中小企業への適用は令和３年４月から）。

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保の実現に向けた取組の有無

「取り組んでいる（取り組んだ）」、「待遇の見直しは必要ないと判断した」又は「異なる雇用形態が存在しない」事業所（92％）

取り組んでいる又は取り組んだ
待遇差はない（異なる雇用形態が存在しない場合を含む）※R2調査 ／ 検討の結果、待遇の見直しは必要ないと判断した※R4･R6調査
異なる雇用形態が存在しない※R4調査より選択肢を新設
取り組んでいない※R2調査 ／ 取り組んでいない（異なる雇用形態が存在しない場合を除く）※R4･R6調査
無回答

同一労働同一賃金の対応状況 ～令和２年・４年・６年～

○ 同一労働同一賃金など、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保の実現に向けて「取り組んでいる又は取り組んだ」事業所の割合は
調査対象計で64％、「待遇の見直しは必要ないと判断した」で21％、「異なる雇用形態が存在しない」で７％。
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政策による賃金への影響② 同一労働同一賃金～雇用形態間の賃金差～

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の時給比は、勤続年数が長くなると拡大する傾向がある。

同一労働同一賃金の施行は、正規・非正規雇用労働者の時給差を約10％縮小させ、非正規雇用労働者への
賞与支給事業所割合を約５％上昇させた可能性がある。

Ⅱ

①同一職業・勤続年数における正規・非正規雇用労働者間の時給比

資料出所 ①は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、②及び③は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」をもとに作成
出典：厚生労働省「令和５年版 労働経済の分析」

②正規・非正規雇用労働者の時給比の推移 ③非正規雇用労働者への賞与支給事業所割合
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同一労働同一賃金ルールへの対応方法

○ 同一労働同一賃金ルールに対応するための方法について、「正社員と職務かつ人材活用の仕組みが同じパート・有期社員の
待遇の見直し（差別的取扱い禁止義務への対応）」が大企業、中小企業ともに４割程度、「正社員と職務又は人材活用の仕
組みが違うパート・有期社員の待遇の見直し（不合理な待遇禁止義務への対応）」が大企業は5割程度、中小企業は３割程度。
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※ 同一労働同一賃金ルールへの対応状況について尋ねた設問で「対応完了」「対応中」「対応予定」と回答した企業を対象に集計

企業調査
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（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（企業調査）」（2023年）

速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿



同一労働同一賃金の対応状況 ～見直し内容（2021年）～

企業規模が大きくなるほど待遇の見直しを行った企業の割合が高くなっている。中小企業においては、基本給や有給の休暇
制度を見直した企業の割合が、大企業では、その他の手当や有給の休暇制度、その他の待遇等を見直した企業の割合が多くなっ
ている。

企業規模、パートタイム・有期雇用労働者の見直した待遇別企業割合

見直した待遇（複数回答）パートタイム・有期雇
用労働者の待遇の見直
しを行った企業 計

企業規模
不明

その他
の待遇

有給の
休暇制度

その他
の手当

扶養手当通勤手当退職金賞与基本給

1.215.735.325.76.120.43.126.045.1100.0[ 19.4]総数

企業規模

0.739.348.440.616.122.15.425.118.3100.0[ 61.5]1,000人以上

-33.239.432.916.325.46.123.826.7100.0[ 52.4]500～999人

0.426.931.832.816.025.16.728.823.6100.0[ 46.5]300～499人

-25.230.532.815.830.86.026.431.3100.0[ 34.6]100～299人

0.417.831.029.012.623.94.825.441.9100.0[ 29.2]50～99人

0.516.240.223.62.921.83.221.436.6100.0[ 19.1]30～49人

1.612.435.823.63.117.82.026.650.8100.0[ 16.5]５～29人

（単位：％）

（資料出所）厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」（2021年）（事業所調査）表15
注） [ ]は、正社員とパートタイム・有期雇用労働者の両方を雇用している企業を100としたパートタイム・有期雇用労働者の待遇の見直しを行った企業の割合。
※ 正社員とパートタイム・有期雇用労働者の両方を雇用している企業について、不合理な待遇差の禁止に対応するための見直し状況に関し、「待遇差はない」が28.2％、「見直しを行った」が

28.5％、「見直しは特にしていない」が36.0％、「不明」が7.3％。「見直しを行った」企業の中で、「パートタイム・有期雇用労働者の待遇の見直し」と回答した企業。

※

令和５年12月26日

労働政策審議会
雇用環境・均等分科会（第66回） 資料２

（抜粋）
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パート・有期社員の待遇見直し（新設・拡充等）の具体的内容

○ 待遇の見直しを行った企業のうちパート・有期社員の各待遇の新設・拡充等を行った企業の割合は、基本給、昇給、
教育訓練については中小企業において、家族手当や慶弔休暇については大企業において、相対的に高くなっている。

44.6

31.3

27.8

11.4

1.8

21.8

37.6

10.3

50.7

14.7

26.3

33.1

10.3 9.7

57.0

40.0

13.1

9.0
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27.0

41.1

14.7

28.3 27.6

24.1 24.5 24.9

19.7

0
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60
パート・有期社員の各待遇について「新設・拡充等」を行った企業の割合（複数回答）

大企業 中小企業

（％）

企業調査
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（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（企業調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿

基本給 基本給の

昇給の

仕組み

家族手当 住宅手当 通勤手当精皆勤
手当

賞与 退職金 慶弔休暇 健康診断
に伴う

勤務免除
や休暇

病気休職 法定外
の休暇
・休職

教育訓練

（OJT）

教育訓練

（Off-JT）
＊

＊ 「慶弔休暇」「健康診断に伴う勤務免除や休暇」「病気休暇」以外の法定外の休暇・休職を指す。

※ 同一労働同一賃金ルールへの対応方法として「正社員と職務かつ人材活用の仕組みが同じパート・有期社員の待遇の見直し（差別的取扱い禁止義務への対応）」「正社員と職務又は人材活用の仕組みが違う
パート・有期社員の待遇の見直し（不合理な待遇差禁止義務への対応）」「正社員の待遇の見直し（引下げ等）」と回答した企業を対象に集計（各項目の割合は、無回答を除いた回答企業を分母として算出）



パート・有期社員、正社員の待遇見直しの具体的内容（大企業）
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○ 基本給、賞与、慶弔休暇については、待遇の見直しを行った企業の約４割～５割で新設・拡充等がみられた。
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賞与

（n=271）
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（n=242）

パート・有期社員、正社員の待遇見直しの具体的内容（複数回答）
（％）
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健康診断に伴う

勤務免除や休暇

（n=245）

病気休職

（n=255）

法定外の休暇・休職

（n=251）

教育訓練（OJT）

（n=242）

教育訓練（Off-JT）

（n=238）

パート・有期社員の待遇を
新設・拡充等

正社員の待遇を減額・縮小

廃止

見直しなし

企業調査

（％）

※ 同一労働同一賃金ルールへの対応方法として「正社員と職務かつ人材活用の仕組みが同じパート・有期社員の待遇の見直し（差別的取扱い禁止義務への対応）」「正社員と職務又は人材活用の仕組みが違う
パート・有期社員の待遇の見直し（不合理な待遇差禁止義務への対応）」「正社員の待遇の見直し（引下げ等）」と回答した企業を対象に集計（各項目の割合は、無回答を除いた回答企業を分母として算出）

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（企業調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿

＊ 「慶弔休暇」「健康診断に伴う勤務免除や休暇」「病気休暇」以外の法定外の休暇・休職を指す。

＊



パート・有期社員、正社員の待遇見直しの具体的内容（中小企業）
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○ 基本給については、待遇の見直しを行った企業の約６割で、昇給、賞与については約４割で新設・拡充等がみら

れた。一方、各項目において「正社員の減額や縮小」「廃止」も一定程度みられた。
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パート・有期社員、正社員の待遇見直しの具体的内容（複数回答）
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見直しなし

（％）

企業調査

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（企業調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿

＊

＊ 「慶弔休暇」「健康診断に伴う勤務免除や休暇」「病気休暇」以外の法定外の休暇・休職を指す。

※ 同一労働同一賃金ルールへの対応方法として「正社員と職務かつ人材活用の仕組みが同じパート・有期社員の待遇の見直し（差別的取扱い禁止義務への対応）」「正社員と職務又は人材活用の仕組みが違う
パート・有期社員の待遇の見直し（不合理な待遇差禁止義務への対応）」「正社員の待遇の見直し（引下げ等）」と回答した企業を対象に集計（各項目の割合は、無回答を除いた回答企業を分母として算出）



（資料出所）厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」（2021年）（事業所調査）表３
注）1）無期雇用パートタイム：常用労働者のうち、企業（事業所）に直接雇用されている労働者で、期間を定めずに雇用されており、かつ、１週間の所定労働時間が同一の事業主に

雇用された通常の労働者（正社員）に比べて短い労働者をいう。
2）有期雇用パートタイム：常用労働者のうち、企業（事業所）に直接雇用されている労働者で、１年契約、６か月契約など期間を定めた労働契約により雇用されており、かつ、

１週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用されている通常の労働者（正社員）に比べて短い労働者をいう。
3）有期雇用フルタイム ：常用労働者のうち、企業（事業所）に直接雇用されている労働者で、１年契約、６か月契約など期間を定めた労働契約により雇用されており、かつ、

１週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用されている通常の労働者（正社員）と同じ労働者をいう。
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通勤手当 法定外休暇 慶弔休暇 人事評価 賞与 昇給 精勤手当 住宅手当 役職手当 家族手当 退職金

無期雇用パートタイム 有期雇用パートタイム 有期雇用フルタイム
（％）

※複数回答

「正社員に実施」した企業割合を100とし、うち「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」にも実施した企業割合

各種制度のパート・有期雇用労働者への適用状況

「通勤手当」「法定外休暇」「慶弔休暇」の実施率は約６～８割と高いが、「住宅手当」「役職手当」などの実施率は約１～３割と低く
なっている。

令和５年12月26日

労働政策審議会
雇用環境・均等分科会（第66回） 資料２

（抜粋）
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パート・有期社員への各待遇の適用状況（大企業）

41

○ 各待遇がパート・有期社員にも適用されている大企業の割合をみると、「通勤手当」では95％超、「法定外休暇」「慶弔休
暇」では８割超と相対的に高い一方、「住宅手当」「家族手当」「退職金」では２～４割程度と相対的に低くなっている。

○ 雇用形態間で比較すると、 「基本給の昇給の仕組み」などで無期パートへの適用割合が最も高いほかは、概ね有期フルタイ
ムへの適用割合が高い。また、「賞与」「住宅手当」「家族手当」などでは雇用形態間で10％ポイント以上の差がみられる。
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通勤手当 法定外休暇 慶弔休暇 賞与 基本給の

昇給の仕組み

精皆勤手当 住宅手当 家族手当 退職金

無期パートタイム 有期パートタイム 有期フルタイム
（％）

パート・有期社員への各待遇の適用状況

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（企業調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

（注） パート・有期社員を雇用しており、各待遇を正社員に適用している企業を対象に集計（当該パート・有期社員を雇用する企業のうち、①「正社員と同様の算定方法・付与基準である」、②「正社員と
は、算定方法・付与基準が異なる」又は③「正社員のみ適用がある」を選択した企業の合計を分母とし、①又は②を選択した企業の合計を分子とした場合の割合。無回答は集計から除いている。）。

企業調査

＊

＊ 「慶弔休暇」「健康診断に伴う勤務免除や休暇」「病気休暇」以外の法定外の休暇・休職を指す。

速報値・未定稿



パート・有期社員への各待遇の適用状況（中小企業）
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企業調査

○ 各待遇がパート・有期社員にも適用されている中小企業の割合をみると、多くの項目で大企業よりも低いが、「住宅手当」
「退職金」などでは大企業を上回る。項目間で比較すると、大企業同様、「通勤手当」「法定外休暇」「慶弔休暇」で高く、
「退職金」などで低い。

○ 雇用形態間で比較すると、「昇給」「退職金」等を除き、概ね有期フルタイムへの適用割合が高い。

パート・有期社員への各待遇の適用状況

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（企業調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

＊

＊ 「慶弔休暇」「健康診断に伴う勤務免除や休暇」「病気休暇」以外の法定外の休暇・休職を指す。

速報値・未定稿

（注） パート・有期社員を雇用しており、各待遇を正社員に適用している企業を対象に集計（当該パート・有期社員を雇用する企業のうち、①「正社員と同様の算定方法・付与基準である」、②「正社員と
は、算定方法・付与基準が異なる」又は③「正社員のみ適用がある」を選択した企業の合計を分母とし、①又は②を選択した企業の合計を分子とした場合の割合。無回答は集計から除いている。）。



同 一 労 働 同 一 賃 金 ル ー ル へ の 対 応 前 後 で の 毎 月 支 給 さ れ る 給 与 の 変 化
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○ パート・有期社員の毎月支給される給与について、パート・有期社員の待遇の見直しを行った企業のうち、大企業では約８
割、中小企業では約９割の企業において、同一労働同一賃金ルールの対応前と比べて給与が増加。「少し増えた（1～3％程
度）」が大企業、中小企業ともに最多だが、「やや増えた（4～5％程度）」「かなり増えた（6%以上）」の割合は中小企業
の方が高い。
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変わらない
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（１～３％程度）

やや増えた

（４～５％程度）

かなり増えた

（６％以上）

無回答

＜大企業＞

無期パートタイム

（n=113）

有期パートタイム

（n=173）

有期フルタイム

（n=213）

14.1 

45.5 

29.5 

10.4 

0.4 
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44.1 

26.3 

17.0 
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29.5 
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変わらない

又は減った

少し増えた

（１～３％程度）

やや増えた

（４～５％程度）

かなり増えた

（６％以上）

無回答

＜中小企業＞

無期パートタイム

（n=169）

有期パートタイム

（n=155）

有期フルタイム

（n=177）

（％） （％）

※ パート・有期社員の基本給、基本給の昇給の仕組み、家族手当、住宅手当、精皆勤手当又は通勤手当（交通費支給を含む。）のいずれかについて、
「新設・拡充等」を行ったと回答した企業を対象に集計

企業調査

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（企業調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿

同一労働同一賃金ルールへの対応前後での毎月支給される給与の変化



同一労働同一賃金ルールへの対応前後での賞与の変化

44

○ パート・有期社員の賞与については、パート・有期社員の待遇の見直しを行った企業のうち、大企業では約８～９
割、中小企業では約７～９割の企業において見直し後に増加（新設を含む）。また、大企業では「新設した」が約
３～４割に上る。
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新設した 無回答

＜大企業＞

無期パートタイム

（n=40)

有期パートタイム

（n=71）

有期フルタイム

（n=87）
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変わらない

又は減った

少し増えた

（１～３％程度）

やや増えた

（４～５％程度）

かなり増えた

（６％以上）

新設した 無回答

＜中小企業＞

無期パートタイム

（n=82）

有期パートタイム

（n=71）

有期フルタイム

（n=92）

（％） （％）

企業調査

※ パート・有期社員の賞与について、「新設・拡充等」を行ったと回答した企業を対象に集計

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（企業調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿

同一労働同一賃金ルールへの対応前後での賞与の変化



同一労働同一賃金ルール等改正法の認知度

○ 「聞いたことはある」まで含めた労働者は全体の約3/4。内容まで認知している労働者は全体の約1/3。
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合計（n=10,000）

男性（n=3,020）

女性（n=6,980）

～20歳代（n=943）

30歳代（n=1,335）

40歳代（n=2,119）

50歳代（n=2,031）

60歳代以上（n=3,572）

フルタイム有期雇用労働者（n=1,606）

パートタイム有期雇用労働者（n=3,493）

パートタイム無期雇用労働者（n=3,848）

300人以下（n=3,271）

301人以上（n=3,231）

わからない（n=3,498）

Q.2020年4月よりパートタイム・有期雇用労働法及び改正労働者派遣法が施行され、正規ー非正規雇用労働者間の不合理な
待遇差を禁止する同一労働同一賃金ルールや待遇差の内容とその理由の説明義務等が規定されたことをご存じですか

詳しく、知っている 詳しくはわからないが、大まかな内容は知っている
聞いたことはあるが、内容まではわからない まったく知らない・分からない

勤め先の

従業員規模

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

労働者調査

45

速報値・未定稿

※ 「フルタイム有期雇用労働者」、「パートタイム有期雇用労働者」及び「パートタイム無期雇用労働者」は、契約期間の定めの有無及び正社員と比較した所定労働時間の長短に、いずれも明確な
回答があった者を対象に集計



2 0 2 0 年 以 降 新 た に 支 給 ・ 適 用 さ れ た ／ 増 額 ・ 改 善 さ れ た 待 遇 や 労 働 条 件

46

○ 新たに支給・適用されたものは「賞与・ボーナス」が最多で36.8％、次いで「通勤手当（交通費支給を含む）」
29.9％、「定期的な昇給制度」24％。増額・改善されたものについても同様の項目で高い結果となった。
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労働者調査

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

※ 2020年3月時点もパート・有期社員あるいは派遣労働者で働いていた者（定年後の再雇用社員は2020年2月迄に定年に達した者）のうち、

「2020年4月以降、自身に新たに支給・適用された、待遇や労働条件があった」又は「2020年4月以降に増額・改善された、待遇や労働条件があった」と回答した者を対象に集計

速報値・未定稿

※複数回答



待遇差の内容や理由に関する説明の求めの有無・説明の有無

47

○ 正社員との待遇差の内容や理由について説明を求めたことが「ある」が8.0%、うち「説明があった」は5.4％と

なっている。説明の求めの有無にかかわらず、説明や書面等交付があった割合は29.1%となっている。
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待遇差の内容や理由に関する説明を

求めたことがあるか(n=10,000)

ない ある

ない：92.0%

ある：８.0%

5.4%
2.6%

11.1%

12.6%

68.3%

説明を求めたことがあり、勤め先から説明があった

説明を求めたことはあるが、勤め先から説明はなかった

説明を求めたことはないが、勤め先から説明があった

説明を求めたことはないが、説明に代わる書面等が交付された

説明を求めたことがなく、説明も書面等も一切ない

労働者調査

29.1%

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿



待遇差の内容や理由に関する説明に対して納得したか

48

○ 正社員との待遇差の内容や理由について説明があったと回答した者のうち、「全ての内容について、納得でき

た」と回答したのは57.5％であった。納得できなかった内容としては「待遇差の内容（賃金関係）について」が最

も多く36.2％であった。
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関係以外）
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（賃金関係
以外）につ
いて

賃金額の設
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選択理由に
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い点につい
て

（％）

労働者調査

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿

※複数回答

※ 説明や書面等交付があったと回答した者を対象に集計

※



待遇差の内容や理由に関する説明の有無と現在の仕事の満足度

49

○ 労働者からの求めにかかわらず、待遇差の内容や理由に関する説明や書面等交付があった場合のほうが現在の勤
め先や仕事への満足度が高く、「すべての内容に納得できた」場合は約３／４が満足していると回答した。

労働者調査

9.6 

30.5 

14.7 

19.5 

22.9 

24.0 

5.0 

16.5 

36.5 

44.1 

38.3 

40.6 

43.2 

36.6 

22.5 

38.6 

31.4 

18.5 

27.0 

25.2 

22.6 

23.8 

30.2 

26.2 

15.7 

4.5 

12.7 

10.8 

8.0 

8.4 

24.8 

12.0 

6.8 

2.3 

7.3 

3.8 

3.2 

7.2 

17.4 

6.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
満足している どちらかというと、満足している 何とも言えない・わからない どちらかというと、不満である 不満である

計（n＝10,000）

納得できないことがあった

勤め先から説明

や書面等交付が

あったうち

Ｑ．現在の勤め先や仕事※に満足していますか（※派遣労働者は「派遣先の会社での仕事や働き方」）

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿

説明を求めたが、勤め先から
説明はなかった

（n＝258）

説明を求めたことがあり、
勤め先から説明があった

（n＝538）

説明を求めたことはないが、
勤め先から説明があった

（n＝1,113）

説明に代わる書面等が
交付された

（n＝1,260）

説明も書面等交付も一切ない

（n＝6,831）

すべての内容について
納得できた

（n＝1,674）

（n＝1,237）



待遇差の内容や理由に関する説明を求めたことがない理由

50

○ 待遇差の内容や理由に関する説明を求めたことがない理由として、「特に理由がない、考えたことがない」の割
合が最も高いが、「説明を求めることができることを知らない」「不利益な取扱いをされる恐れがある」 「説明を
求めやすい雰囲気がない」との回答も一定程度見られた。

自身の待遇や
正社員との待
遇差に、納得
しているから
/大きな不満
はないから

自身の待遇や
正社員との待
遇差に、関心
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そもそも正社
員の待遇につ
いて、よく知
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説明を求める
ことができる
ことを知らな
かったから

説明を求める
と、不利益な
取扱いをされ
る恐れがある
から

説明を求めや
すい雰囲気が
ないから

誰に説明を求
めれば良いか、
わからないか
ら

その他 特に理由はな
い、考えたこ
とがない
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説明を求めたことがない理由（n=9,204）
（％）

労働者調査
速報値・未定稿

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

※複数回答

※ 待遇差の内容や理由に関する「説明を求めたことはない」と回答した者を対象に集計



報告徴収、是正指導等の実施状況（令和元年度以降）

○ 改正法施行後、法第８条（不合理な待遇の禁止）に関する是正指導件数が増加（改正前は是正指導対象外）。
○ 法違反が明確でない場合については、雇用管理改善を促す助言（法第19条）を実施。

令和５年度令和４年度令和３年度

令和２年度
令和元年度
※パートタイム

労働法適用
大企業

※パートタイム・
有期雇用労働法適用

中小企業
※パートタイム

労働法適用

11,1733,4986,3771,7783,7386,141報告徴収実施件数（企業数）

8,3962,4664,4701,3092,5664,706是正指導実施件数（企業数）

2,59614421642ーーうち第８条 不合理な待遇の禁止

212011うち第９条 差別的取扱の禁止

801128303130310682うち第10条 賃金の均衡待遇（努力義務）

5113124095138394うち第11条 教育訓練

000100うち第12条 福利厚生施設

3,0686671,5375599111,823

うち第14条 措置の内容や待遇の相違等
に関する説明、説明を求め
たことを理由とする不利益
取扱いの禁止

6,5181,0712,2988271,3602,900（第８～12条、第14条関係の合計）

10,1602,9005,6461,647ーー助言件数（企業数）
（第19条に基づく雇用管理改善を促す助言）

（出典）厚生労働省HP「都道府県労働局雇用環境・均等部（室）における法施行状況について」より作成（令和元年度～令和５年度） 51



同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組
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法違反のない場合もセンターの
活用勧奨等雇用管理改善を助言

働き方改革推進支援センターに

おける相談・コンサルティング

文書による点検要請

対象企業選定

待
遇
の
点
検
・
見
直
し

不
合
理
な
待
遇
差
の
是
正

法
違
反
の
場
合

：既存の取組 ：令和４年12月からの取組
：令和５年11月からの取組

○ 同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差を禁止する同一労働同一賃金の施行については、パートタイム・有期雇用労働法
等に基づき、労働局雇用環境・均等部（室）において報告徴収等を通じた施行状況の確認を積極的に行うとともに、法違反が認められた場合には、助
言・指導等を行っているほか、働き方改革推進支援センターによるコンサルティング等も実施している。

○ 令和４年12月からは、新たに労働基準監督署と連携し、待遇差が問題となりうる事案を把握し、労働局の指導に繋げることで同一労働同一賃金の遵
守を徹底する取組を開始した。

○ さらに、令和５年11月からは、労働基準監督署において、基本給・賞与の差の根拠の説明が不十分な企業等について、文書で要請を行い、経営者に
対応を求めるなど、更なる徹底に向けた取組を行っている。
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紛争解決の援助申立受理件数・均衡待遇調停会議による調停申請受理件数

53

○ 令和５年度における、労働局長による紛争解決の援助（法第24条）の申立受理件数は31件、均衡待遇調停会議に

よる調停（法第25条）の申請受理件数は15件となっている。

（件）

令和２年度 令和３年度

※ 令和２年度件数については、同年度末まで中小企業に適用されていたパートタイム労働法に係る事案の件数は含まれていない。
※ なお、本件数は、１件の申立等で、複数の内容（条項）の申立等がおこなわれた場合に、それぞれの条項を件数として計上したもの。

12

22
26

16

48

30

15

31

令和４年度 令和５年度

（出典）厚生労働省HP「都道府県労働局雇用環境・均等部（室）における法施行状況について」より作成（令和２年度～令和５年度）

第６条関係（労働条件の文書送付）
第８条～第１２条関係（不合理な待遇の禁止等）
第１３条関係（通常の労働者への転換）
第１４条関係（待遇の相違等に関する説明等）



Ⅱ．H30年パートタイム・有期雇用労働法改正の

施行状況等

１．H30年パートタイム・有期雇用労働法改正・

同一同一ガイドラインの施行状況・・・３３

２．その他

・正社員転換の現状・・・・・・・・・・５５



正社員として働きたい希望の有無・雇用形態別

55

○ 雇用形態別では、「正社員として働きたい」（赤枠囲み部分）と回答した割合は有期フルタイムが34.3％、有期

パートタイムが19.8％、無期パートタイムが21.4％。
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無期パートタイム
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通常の正社員として働きたい 勤務時間を限定した正社員として働きたい 勤務地を限定した正社員として働きたい 職種を限定した正社員として働きたい

現在の派遣先企業の、正社員として働きたい 現在の派遣元企業の、正社員として働きたい 他の派遣先企業の、正社員として働きたい 他の派遣元企業の、正社員として働きたい

正社員として働きたい希望は一切、ない 何とも言えない・わからない

34.3

19.8

21.4

労働者調査

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿

n＝1,606

n＝3,493

n＝3,848

※ 契約期間の定めの有無及び正社員と比較した所定労働時間の長短に、いずれも明確な回答があった者を対象に集計



正社員として働きたい希望の有無・年齢別

56

○ 年齢階級別に見ると、年齢が若いほど、正社員として働くことを希望する割合が高く、年齢が上がるにつれて
「正社員として働きたい希望は一切、ない」と回答する割合が高くなる。
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正社員として働きたい希望は一切、ない 何とも言えない・わからない

労働者調査

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿

n＝943

n＝1,335

n＝2,119
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n＝3,572

37.6

33.9

27.9

19.3

13.0



正社員として働くことを希望しない理由
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○ 「正社員のようにフルタイムで働けないから」45.7％、「正社員のように責任やノルマを負いたくないから」33.7％、
「正社員のように残業できないから・したくないから」26.3％の順に高く、勤務時間や働き方に対する懸念があり正社員転
換を希望しない者が一定数いる。
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（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）

速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿

n＝4,510 ※複数回答

※ 「正社員として働きたい希望は一切、ない」と回答した者を対象に集計



○ パートタイム労働者については、「正社員のようにフルタイムで働けないから」と回答した割合が約半数、有期フルタイム
は「正社員のように責任やノルマを負いたくないから」と回答した割合が38.5％。また、無期パートタイムは「扶養の範囲
内で働きたいから」と回答した割合が他の雇用形態より高く、33.3％であった。

労働者調査
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正社員として働くことを希望しない理由（雇用形態別）

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿

※複数回答

※ 「正社員として働きたい希望は一切、ない」と回答した者を対象に集計



正社員として働くことを希望しない理由（年齢別）

○ 「正社員のようにフルタイムで働けないから」の割合が～20歳代を除き最も高いが、「正社員のように責任やノ
ルマを負いたくないから」「キャリアアップに関心がないから」等は若年層でより高い傾向にあり、「扶養の範囲
内で働きたいから」は中高年層でより高い傾向にある。

労働者調査
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（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）

速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿

※複数回答

※ 「正社員として働きたい希望は一切、ない」と回答した者を対象に集計



正社員転換推進措置と転換実績（単独事業所）

60

○ 大企業では「正社員の募集内容を事業所内で周知する」が、中小企業では「措置を講ずる機会がなかった」が約４割で最多。
転換実績については、転換実績があると回答した割合は大企業では約８割である一方で、中小企業では約５割にとどまる。

○正社員転換推進措置の実施状況
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○正社員転換実績

① 正社員を募集する場合、その募集内容を事業所

内で既に雇っているパート・有期社員に周知する

② 正社員のポストを事業所内公募する場合、事業

所内で既に雇っているパート・有期社員にも応募

する機会を与える

③ パート・有期社員が正社員へ転換するための試

験などの制度を設ける

④ パート・有期社員が正社員として必要な能力を

取得するための教育訓練を受ける機会を確保する

ための必要な援助を行う

⑤ その他の推進措置

⑥ 以上の措置を講ずる機会がなかった（正社員を

募集する機会がない等）

⑦ 無回答

78.6 13.4 8.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
実績がある 実績がない 無回答

50.5 45.8 3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
実績がある 実績がない 無回答

企業調査

（％） （％）

⑦⑥⑤④③②①⑦⑥⑤④③②①

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（企業調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿

※

※ 事業所数が１カ所（本社のみ）と回答した企業を100とした場合の割合。複数回答。



正社員転換推進措置と転換実績（複数事業所）

61

○ 大企業では「正社員へ転換するための試験などの制度を設ける」が約４割で最多。中小企業では「正社員の募集内容を事業所
内で周知する」が約３割と最多であったほか、「措置を講ずる機会がなかった」も約３割。転換実績については、「同一事業所
内の実績がある」は大企業で約８割、中小企業で約６割。「他事業所への実績がある」は大企業・中小企業いずれも約２割。

○正社員転換推進措置の実施状況
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40

45
＜大企業 n=692＞

32.7 

14.6 
18.6 

15.4 
12.3 12.4 

15.2 

27.9 

1.7 
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
＜中小企業 n=786＞

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①

① 正社員を募集する場合、その募集内容を事業所
内で既に雇っているパート・有期社員に周知する

② 正社員を募集する場合、その募集内容を企業内
の他事業所で既に雇っているパート・有期社員に
周知する

③ 正社員のポストを事業所内公募する場合、事業
所内で既に雇っているパート・有期社員にも応募
する機会を与える

④ 正社員のポストを企業内公募する場合、企業内
の他事業所で既に雇っているパート・有期社員に
も応募する機会を与える

⑤ パート・有期社員が正社員へ転換するための試
験などの制度を設ける

⑥ パート・有期社員が正社員として必要な能力を
取得するための教育訓練を受ける機会を確保する
ための必要な援助を行う

⑦ その他の推進措置

⑧ 以上の措置を講ずる機会がなかった（正社員を
募集する機会がない等）

⑨ 無回答

2.8
8.3

24.3
83.5

020406080100
同一事業所内の実績がある 他事業所ヘの実績がある 実績なし 無回答

○正社員転換実績

2.8 
34.0 

15.9 
57.1 

0 20 40 60 80 100
同一事業所内の実績がある 他事業所ヘの実績がある 実績なし 無回答

企業調査

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①

（％） （％）

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（企業調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

速報値・未定稿

（％）（％）

※

※ ２以上の事業所があると回答した企業を100とした場合の割合。複数回答。

※



Ⅲ．H30年労働者派遣法改正の施行状況等
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派遣労働者の同一労働同一賃金【概要】

派遣労働者の同一労働同一賃金については、派遣元事業主に対し派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式のいずれ

かの待遇決定方式による公正な待遇の確保を義務づけている。

Ａ 派遣先均等・均衡方式（法第30条の３） Ｂ 労使協定方式（法第30条の４）
⇒ 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇 ⇒ 一定の要件を満たす労使協定による待遇

労使協定の締結派遣

＜使用者＞過半数労働組合
or

過半数代表者

派遣先

派遣元

派遣
均等／均衡

派遣先

＜正社員＞ ＜派遣労働者＞

待遇情報の提供義務

派遣元

派遣元は、派遣労働者について、

➊個別の待遇（基本給、賞与、通勤手当、福利厚生など）ごとに、

➋派遣先の正社員と派遣労働者の

①職務内容（業務内容、責任の程度）

②職務内容・配置の変更範囲（転勤配置転換の有無・範囲）

が同一であれば、正社員と比べて不利な待遇としてはならず

（均等待遇）、

➌上記に当たらない場合でも、①職務内容、②職務内容・配置の変更

範囲、③その他の事情（成果、能力、経験など）を考慮して不合理

な待遇差としてはならない（均衡待遇）

派遣元の過半数労働組合又は過半数代表者との間で締結した一定の要
件を満たす労使協定に基づき待遇を決定。

一般労働者（無期雇用フルタイム）の賃金額の水準は、賃金構造基本
統計調査と職業安定業務統計（※）を活用し、厚生労働省において、毎
年度公表。
※ 職種、経験年数、地域に応じて調整

※ 一般労働者の通勤手当額や退職金の額も考慮して一般賃金の水準を設定

対象となる派遣労働者の範囲
賃金の決定方法（一般賃金額と同等以上、職務内容、能力等の向上があった
場合に改善されるもの）
職務内容、能力等を公正に評価して賃金を決定すること
有効期間 など

労使協定に定めるべき内容

64



派遣先均等・均衡方式及び待遇改善の取組【概要】

65

派遣先均等・均衡方式では、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を確保するため、派遣先から派遣元への比

較対象労働者の待遇情報の提供を義務づけており、派遣元は、派遣先から情報提供がないときは、派遣先との間で

労働者派遣契約を締結してはいけない。

派遣労働者の待遇の検討・決定（法第30条の３）

① 派遣先の正社員と派遣労働者の①職務内容（業務内容、責任の程度）、②職務内容・配置の変更範囲（転勤配
置転換の有無・範囲）が同一であれば、正社員と比べて不利な待遇としてはならず（均等待遇）、

② 上記に当たらない場合でも、①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情（成果、能力、経験
など）を考慮して不合理な待遇差としてはならない（均衡待遇）

★「均衡待遇」を確保しつつ、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態
に関する事項を勘案して賃金を決定（努力義務）（法第30条の５）

派遣元

比較対象労働者の待遇情報の提供（法第26条第７項、第10項）

① 比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態

② 比較対象労働者を選定した理由

③ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容（昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。）

④ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的

⑤ 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

派遣
均等／均衡

派遣先

＜正社員＞ ＜派遣労働者＞

待遇情報の提供義務

派遣元

派遣先が以下の①～⑥の優先順位により選定

① 「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同

じ通常の労働者

② 「職務の内容」が同じ通常の労働者

③ 「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者

④ 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者

⑤ ①～④に相当するパート・有期雇用労働者（短時間・有期雇用

労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保さ

れていることが必要）

⑥ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労

働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者

比較対象労働者とは

派遣料金の交渉における配慮 【法第26条第11項】

派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、

派遣元事業主が法令遵守できるように配慮することが求められる。

派遣先

①
情
報
提
供

②
料
金
交
渉

※派遣先は派遣料金に関して配慮
（法第26条第11項）

③
契
約
締
結



労使協定方式及び待遇改善の取組【概要】

労使協定方式には、「一般労働者の賃金（一般賃金）額と同等以上」の要件があり、統計調査等による一般賃金額
（賞与込み）を局長通達で毎年度公表している。
令和７年度適用の一般賃金水準（産業計、賃金構造基本統計調査）は、対前年度（令和６年度）比3.4％上昇。

Ａ 一般基本給・賞与等
① 職業安定業務統計の求人賃金に基づく一般賃金（賞与込み） ② 賃金構造基本統計調査に基づく一般賃金（賞与込み）

能力・経験調整指数 地域指数
能力及び経験を反映するための指標 地域の物価等を反映するための指標

Ｂ 一般通勤手当
実費支給 １時間当たりの通勤手当に相当する額を支給

Ｃ 一般退職手当
退職手当制度での比較 退職金前払い方式

OR

賃金構造基本統計調査より
０年,１年,２年,３年,５年,10年,20年の指標を算出

ハローワークで受理した求人の月額賃金より
「都道府県別｣｢ハローワーク別｣に算出＋

OR

支給月数等の相場について
各種調査結果を公表

賃金構造基本統計調査より
「現金給与額」に占める

退職金の割合を算出
（令和６年度５％）

中小企業退職金共済制度等
への加入OR OR

労使協定の
締結

派遣

＜使用者＞
過半数労働組合

or
過半数代表者

派
遣
先

派遣元

労使協定の締結に必要な
一般賃金額を決定

労使協定方式のイメージ

・ 対象となる派遣労働者の範囲

・ 賃金の決定方法（一般賃金額と同等以上、職務内容、

能力等の向上があった場合に改善されるもの）

・ 職務内容、能力等を公正に評価して賃金を決定すること

・ 有効期間 など

労使協定に定めるべき内容

派遣料金の交渉における配慮【法第26条第11項】
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局長通達

派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、

派遣元事業主が法令遵守できるように配慮することが求め

られる。

派遣就業場所と居住地の距離等に
応じた費用の実費を支給

賃金構造基本統計調査より
１時間あたりの通勤手当に相当する額を算出



選択している待遇決定方式

67

「派遣先均等・均衡方式」を選択している事業所は１割弱。

「労使協定方式」を選択している事業所は約９割。

派遣先均等・均衡方式

7.7%

(7.9%)

労使協定方式

90.5%

(88.8%)

両方式の併用

1.8%

(3.3%)

選択している

待遇決定方式

（N=326）

資料出所：厚生労働省 「労使協定書の賃金等の記載状況（一部事業所の集計結果（令和６年度））について」
（注）（ ）は前年度の集計結果。

派遣元調査

公表値



派遣事業所の推移（待遇決定方式別）

6868

派遣事業所のうち、労使協定方式を採用する事業所は派遣事業所全体の８割超から９割程度で推移。

6,529 4,807 4,282 3,946 

35,438 

（84.4%)

37,582 

（88.7%)

38,796 

（90.1%）

39,788 

（91.0%）38,128 

41,967 42,389 43,078 43,734 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

令和元年６月１日時点 令和２年６月１日時点 令和３年６月１日時点 令和４年６月１日時点 令和５年６月１日時点

資料出所：厚生労働省「労働者派遣事業報告（６月１日現在の状況報告）」より、需給調整事業課にて作成。
（注１）待遇決定方式（派遣先均等・均衡方式、労使協定方式）は令和２年４月１日施行のため、令和元年６月１日時点は待遇決定方式の区分のない派遣事業所の全数を参考掲載。
（注２）派遣事業所における協定対象派遣労働者の有無により集計。

（所）

労使協定方式

派遣先均等・
均衡方式

派遣元調査

公表値



派遣労働者の業務割合（構成比上位５業務） （派遣先均等・均衡方式）

【有期雇用派遣労働者】【無期雇用派遣労働者】

18,676人
(24.5%)運搬従事者7,173人

(22.0%)製品製造・加工処理事業者

11,410人
(15.0%)製品製造・加工処理事業者4,075人

(12.5%)情報処理・通信技術者

5,617人
(7.4%)

その他の運搬・製造・包装等
従事者

3,330人
(10.2%)運搬従事者

5,057人
(6.6%)商品販売従事者2,284人

(7.0%)一般事務従事者

4,237人
(5.6%)一般事務従事者1,368人

(4.2%)
その他の運搬・製造・包装等
従事者

派遣労働者の業務割合（構成比上位５業務） （労使協定方式）

【有期雇用派遣労働者】【無期雇用派遣労働者】

297,487人
(28.1%)一般事務従事者152,307人

(20.1%)情報処理・通信技術者

163,435人
(15.5%)製品製造・加工処理事業者106,806人

(14.1%)一般事務従事者

60,893人
(5.8%)機械組立従事者106,284人

(14.0%)製品製造・加工処理事業者

48,075人
(4.5%)営業・販売事務従事者47,518人

(6.3%)製造技術者

41,119人
(3.9%)事務用機器操作員44,680人

(5.9%)その他の技術者

待遇決定方式別の派遣労働者の雇用形態と業務割合

69

雇用形態では、両方式とも３～４割が無期。業務別では、無期において「情報処理・通信技術者」の割合が高い。

無期雇用派遣労働者

758,657 人(41.8%)

有期雇用派遣労働者

1,056,870 人(58.2%)

労使協定方式

派遣労働者数
1,815,527人

無期雇用派遣労働者

32,636 人(30.0%)

有期雇用派遣労働者

76,292 人(70.0%)

派遣先均等・均衡方式

派遣労働者数
108,928人

（資料出所）厚生労働省「労働者派遣事業の令和５年６月１日現在の状況（速報）」

派遣元調査

公表値



待遇決定方式別の派遣労働者の賃金（時間給）の推移
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待遇決定方式による賃金差に優位な差はなく、底堅く推移している。

雇用形態別で見ると、無期雇用派遣労働者では待遇決定方式による優位な差は見られず、有期雇用派遣労働者の

賃金では、労使協定方式が相対的に高い傾向にある。

無期（労使協定方式）
2,031 

2,038 
(+0.3%)

2,076 
(+1.9%)

無期（派遣先均等・均衡方式）
2,089 2,051 

(▲1.8%)

2,102 
(+2.5%)

有期（労使協定方式）
1,693 

1,702 
(+0.5%)

1,734 
(+1.9%)

有期（派遣先・均等均衡方式）
1,637 1,600 

(▲2.3%)

1,625 
(+1.6%)

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2020年度 2021年度 2022年度

（円）

資料出所：厚生労働省「労働者派遣事業報告（年度報告）」より厚生労働省職業安定局需給調整事業課において作成

労使協定方式
1,906 

1,913 
(+0.4%)

1,947 
(+1.8%)派遣先均等・均衡方式

1,939 

1,899 
(▲2.1%)

1,925 
(+1.4%)

1,800

1,900

2,000

2020年度 2021年度 2022年度

（円）

派遣元調査

速報値・未定稿



同一労働同一賃金施行後の派遣労働者の待遇改善の状況

71

派遣労働者の同一労働同一賃金に関する改正法が施行された2020（令和２）年４月以前と比べ、法施行後は約半

数の事業所で派遣労働者の賃金が上昇している。

「労使協定方式」を選択した事業所において、派遣先均等・均衡方式を選択した事業所よりも、賃上げの効果がよ

り大きく現れている。

待遇決定方式別の法施行後の派遣労働者の賃金

かなり増えた
（６％以上）

やや増えた
（４～５％）

少し増えた
（１～３％）

変わらない減った

計48.6%4.2%12.0%32.4%51.4%0.0%派遣先均等・均衡方式
（n=401）

計50.9%6.8%13.3%30.8%48.7%0.4%労使協定方式
（n=6,400）

13.3%27.3%39.0%19.7%0.6%併用
（n=315）

2.3%3.5%18.9%74.5%0.8%わからない
（n=259）

計51.1%6.8%13.5%30.8%48.5%0.4%全体
（n=7,375）

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構「派遣労働をめぐる政策効果の実証分析」（労働政策研究報告書 №218 2022年３月）

派遣元調査

公表値



（％）（％）（％）

各種手当等の適用状況
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下の各グラフのとおり各種手当等については、法施行後に派遣労働者への適用割合が上昇している。

36.3 43.9

11.1 17.6

0

20

40

60

80

100

2019年度 2020年度 2019年度 2020年度

④家族手当、扶養手当、育児支援手当など

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

31.7 37.7

10.4 16.4

0

20

40

60

80

100

2019年度 2020年度 2019年度 2020年度

⑤住宅手当など

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

18.2 21.3
8.3 11.3

0

20

40

60

80

100

2019年度 2020年度 2019年度 2020年度

⑥単身赴任手当

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

有期雇用派遣労働者

45.2

70.4

9.4

42.6

0
20
40
60
80

100

2019年度 2020年度 2019年度 2020年度

無期雇用派遣労働者

②退職金

（％）

63.9
77.9

30.5
47.0

0

20

40

60

80

100

2019年度 2020年度 2019年度 2020年度

①賞与

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

（％）

86.4
98.9

78.2

98.1

0

20

40

60

80

100

2019年度 2020年度 2019年度 2020年度

③通勤手当

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

（％）

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構「派遣労働をめぐる政策効果の実証分析」（労働政策研究報告書 №218 2022年３月）

（補足）①賞与について、「労使協定方式」では、一般賃金水準に賞与相当割合（令和６年度は2％）を上乗せすることを求めており、100％を確保
②退職金について、「労使協定方式」では、退職金制度の導入又は賃金に退職金相当の一定割合（令和6年度は5％）を上乗せすることを求めており、100％を確保
③通勤手当について、「労使協定方式」では、実費または一般の労働者の１時間当たりの通勤手当に相当する額（令和６年度は72円）を上乗せすることを求めており、100％を確保
その他の各種手当についても「労使協定方式」では、一般賃金水準の算定に含まれる

n＝3,557(2019年度無期雇用)
n＝3,443(2020年度無期雇用)
n＝2,213(2019年度有期雇用)
n＝1,996(2020年度有期雇用)

派遣元調査

公表値



派遣労働者の賃金カーブ

73

「労使協定方式」では、業務別の平均賃金をベースとした上で、労働市場全体における勤続年数に応じた賃金の伸
びを示す「能力・経験調整指数」を乗じた額以上の賃金とすることを求めている。

このため、JILPTの推計によれば、派遣労働者の賃金カーブは、勤続５年目以降からカーブが急になり、無期雇用
派遣の方が有期雇用派遣を賃金水準では常に上回りつつ、同じようなカーブを描き、徐々にその差は小さくなる。

０年
（100）

１年
（116.8）

２年
（125.4）

３年以上
５年未満

（129.5）

５年以上
10年未満
（136.8）

10年以上
20年未満
（157.4）

20年以上
（196.8）

無期雇用派遣 13,835.58 15,045.49 15,664.85 15,960.13 16,485.86 17,969.45 20,806.98

有期雇用派遣 11,392.79 12,945.78 13,740.77 14,119.77 14,794.58 16,698.85 20,340.99

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

18,000.00

20,000.00

22,000.00

「勤続指数」と無期雇用派遣、有期雇用派遣の賃金予測値
（円／８ｈ）

注：（ ）内数値
が「勤続指数」。

（資料出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構「派遣労働をめぐる政策効果の実証分析」
（労働政策研究報告書 №218 2022年３月）

（注）勤続指数：同調査における無期派遣労働者及び有期派遣労働者の賃金をモデルとして、勤続０年を100とした
賃金の予測値を推計したもの。

０年 １年 ２年 ３年 ５年 10年 20年

能力・経験

調整指数
100.0 116.0 124.3 127.0 133.0 149.4 179.3

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

能力・経験調整指数

（％）

（資料出所）厚生労働省「令和７年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第30条の４第１項第２号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」

（注）能力・経験調整指数：能力及び経験の代理指標として、賃金構造基本統計調査の特別集計により算出した勤続年数別の所定内給与
（産業計）に賞与を加味した額により、「勤続０年」を100として算出したもの。

派遣元調査

公表値



賃金に対する派遣労働者の評価

74

就業中の賃金（時間給）に対する派遣労働者の評価では、「満足している」と回答した割合が増加しており、

令和４年度調査では、「満足している」割合が「満足していない」割合を初めて上回った。

賃金に満足していない理由のうち、令和４年度調査では、「派遣先で同一業務を行う直接雇用の労働者より低いか

ら」と回答した割合が大きく低下。

満足している
27.7%

34.8% 34.2%
41.1%

満足していない
37.7%

35.1% 39.1%

38.0%

どちらとも言えない
32.3%

27.3% 24.2%
19.6%

不明 2.4% 2.8% 2.5% 1.3%

2008年 2012年 2017年 2022年

賃金（時間給）への評価

14.8% 16.5% 17.0% 16.0%

20.8%
23.8% 23.9% 21.4%

20.7%
19.6% 21.6%

13.1%

14.6% 10.2%
10.6% 24.6%

27.0% 30.0% 26.9%
18.4%

2008年 2012年 2017年 2022年

賃金に満足していない理由

派遣先で同一業務を行う直接雇
用の労働者より低いから

派遣先で同一業務を行う派遣労
働者より低いから

能力や職務内容に見合っていな
いから

業務量に見合っていないから

その他・不明

資料出所：厚生労働省「雇用の構造に関する実態調査（派遣労働者実態調査）」

労働者調査

公表値



2.7%
8.5%

13.5%
16.0%
16.6%

19.2%
20.0%
20.9%

30.1%
37.6%

43.2%
54.1%

その他
派遣先均等・均衡方式の情報提供された内容は取扱いに注意を要するため、保管したくないから

周りの派遣会社が労使協定方式を採用しているから
派遣先均等・均衡方式の仕組みが複雑だから

派遣先均等・均衡方式では、派遣先の通常の労働者の賃金水準を事前に予測できないから
派遣先均等・均衡方式で生じる派遣先の負担を避けたいから

派遣先均等・均衡方式で情報提供のやりとりに時間がかかることを避けたいから
派遣先からの要望があったから

派遣先の情報を得られにくいから
職種・地域・経験に応じた待遇に設定できるから

派遣労働者の納得を得やすいから
派遣先に左右されない待遇に設定できるから

5.6%

7.1%

12.7%

18.3%

19.8%

56.3%

その他

労使協定方式よりも賃金水準が低いから

派遣先から派遣先均等・均衡方式を用いるように依頼されたから

法改正（2020年４月）前と同じような労働条件で派遣を行いたいから

労使協定方式の仕組みが複雑だから

長年にわたり取引を行っている派遣先であり、必要な情報を把握しているから

各待遇決定方式を選択した理由

75

【派遣先均等・均衡方式（ｎ＝126）】

【労使協定方式（ｎ＝1,242）】

資料出所：厚生労働省委託事業「令和４年度派遣労働者の不合理な待遇差の解消に係る調査研究事業」

派遣先均等・均衡方式を選択した理由としては、「長年にわたり取引を行っている派遣先であり、必要な情報を把握し
ているから」が最も多い。
労使協定方式を選択した理由としては、「派遣先に左右されない待遇に設定できるから」が最も多く、「派遣労働者の納得を

得やすいから」、「職種・地域・経験に応じた待遇を設定できるから」がこれに次ぎ約４割。

派遣元調査

公表値



同一労働同一賃金による課題

76

派遣先均等・均衡方式と労使協定方式のどちらを選択している派遣元とも、同一労働同一賃金による課題は
「特にない」が最も多い。

派遣先均等・均衡方式を選択している派遣元では、「運用負荷が大きく、内勤社員や営業の労働時間が増えた」、
「派遣先企業からの質問や要望が増えた」、「派遣先均等・均衡方式で派遣先の協力が十分に得られない」、
「派遣先からのオーダーが減り、売り上げが下がった」がそれぞれ約１割。
労使協定方式を選択している派遣元では、「運用負荷が大きく、内勤社員や営業の労働時間が増えた」が約３割、
「派遣先企業からの質問や要望が増えた」、「労使協定方式の場合、一般労働者の賃金水準の変動が予測できず、
長期的な雇用管理が難しい」が約２割。

特にないその他
訴訟リスク
が増えた

労使協定方
式の場合、
一般労働者
の賃金水準
の変動が予
測できず、
長期的な雇
用管理が難
しい

運用負荷が
大きく、内
勤社員や営
業の労働時
間が増えた

労使協定方
式で、労使
協定の内容
をまとめる
ことができ
ない

過半数代表
者の選出が
うまくいか
ない

派遣先均
等・均衡方
式で派遣先
の協力が十
分に得られ
ない

派遣先から
のオーダー
が減り、売
り上げが下
がった

派遣先企業
からの質問
や要望が増
えた

派遣労働者
からの質問
や要望が増
えた

60.7%3.0%0.9%3.9%13.3%2.0%0.9%9.3%9.1%11.1%8.3%
派遣先均等・

均衡方式
（ｎ＝460）

43.0%3.9%1.1%17.6%27.5%1.9%1.7%6.7%10.0%20.3%14.8%労使協定方式
（ｎ＝6,729）

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構「派遣労働をめぐる政策効果の実証分析」（労働政策研究報告書 №218 2022年３月）
※２方式を併用せず、労使協定方式もしくは派遣先均等・均衡方式を選択している派遣元を集計（複数回答）

派遣元調査

公表値



正社員との待遇差の内容や理由の説明

正社員との待遇差の内容や理由について、説明を求めたことがある割合は全体の１割弱で、派遣先均等・均衡方式

で約２割強、労使協定方式で約１割強、自身の待遇決定方式を「まったく知らない・わからない」で5.2%。

勤め先からの説明や書面等交付があった割合は全体の約２割強で、派遣先均等・均衡方式で約４割、労使協定方式

で約３割弱、自身の待遇決定方式を「まったく知らない・わからない」で約２割弱。

77資料出所：JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）

勤め先から説明や
書面等交付があっ
た計

説明を求めたことが
ある計

説明を求めたことは
なく、説明も書面等
も一切ない

説明を求めたことは
ないが、説明に代わ
る書面等が交付さ
れた

説明を求めたことは
ないが、勤め先から
説明があった

説明を求めたことが
あるが、勤め先から
説明はなかった

説明を求めたことが
あり、勤め先から説
明があった

22.6%8.8%74.1%8.3%8.7%3.2%5.6％派遣労働者
（n=986）

39.8%23.1%50.9%12.0%13.9%9.3%13.9%
派遣先の正社員の待遇に応じて決ま
る「派遣先均等・均衡方式」

（n=108）

27.1%11.7%67.6%9.7％10.9%5.3%6.5%
派遣元が定めたルールに応じて決まる
「労使協定方式」

（n=247）

17.9％5.2％80.7％7.1％7.0％1.4％3.8％まったく知らない・わからない
（n=631）

正社員との待遇差の内容や理由について現在の勤め先との間で説明を求めた経験や説明を受けた経験

労働者調査

速報値・未定稿



待遇について説明を求められた（求めた）事項とその割合

78

待遇について説明を求められた（求めた）事項を内容別に見ると、「基本給（の決め方）」や「通勤手当（の決め

方）」が多く、次いで、賞与や職務関連手当、特別休暇の内容に関するものとなっている。

一方で、「説明を求められた（求めた）ことはない」の割合は高い。特に、労使協定方式では派遣元・労働者とも

派遣先均等・均衡方式と比較して説明を求められた（求めた）ことはないとの回答割合が高い傾向にある。

説明を求めた
ことはない

その他
教育訓練の
受講機会

慶弔休暇等の
特別休暇の日
数や取得方法

退職金の
決め方

家族手当等の
生活関連手当

の決め方

通勤手当の
決め方

技能手当や精
皆勤手当等の
職務関連の手
当の決め方

賞与の決め方
基本給の
決め方

44.0%0.6%4.5%8.1%6.1%6.8%20.8%13.8%12.7%21.6%
派遣先均等・

均衡方式
（n=621）

62.1%0.7%3.1%7.1%2.6%2.1%17.1%6.1%5.5%17.0%労使協定方式
（n=1,259）

資料出所：厚生労働省委託事業「令和４年度派遣労働者の不合理な待遇差の解消に係る調査研究事業」
※派遣元事業所の調査結果について、派遣労働者の回答項目に合わせて項目数を調整している。

待遇について説明を求めた事項（派遣労働者）

説明を求めら
れたことはな

い
その他教育訓練

慶弔休暇等の
特別休暇

退職金
家族手当等の
生活関連手当

通勤手当

技能手当や精
皆勤手当等の
職務関連の手

当

賞与基本給

74.6%0.0%7.1%17.9%7.1%17.9%32.1%28.6%28.6%71.4%
派遣先均等・

均衡方式
（n=126）

83.3%2.7%12.3%22.5%21.4%5.3%26.2%11.8%27.8%67.4%労使協定方式
（n=1,242）

待遇について説明を求められた事項（派遣元事業所）

労働者調査派遣元調査

公表値



正社員との待遇差の内容や理由についての納得度合いは、「すべての内容について納得できた」が約６割弱。

正社員との待遇差の内容や理由について、説明を求めない理由について、「特に理由はない、考えたことがない」
が約４割で最も高く、次いで「そもそも正社員の待遇についてよく知らないから」「自身の待遇や正社員との待遇
差に、納得しているから／大きな不満はないから」が約２割、「説明を求めることができることを知らなかったか
ら」が約１割。

正社員との待遇差の内容や理由の説明

正社員との待遇差の内容や理由についての説明に対する納得感

79資料出所：JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）

正社員との待遇差の内容や理由について勤め先に説明を求めたことがない理由

労働者調査

速報値・未定稿

納得できな
いことがあっ

た

すべての内
容に納得で

きた
【複数回答】 他の選択肢に

該当しない点
能力・経験調
整指数の選
択理由

地域指数の選
択理由

「労使協定
書」に定められ
た職種の適用
理由

賃金額の設
定理由

待遇差が設け
られている理
由（賃金関
係以外）

待遇差が設け
られている理
由（賃金関
係）

待遇差の内
容（賃金関
係以外）

待遇差の内
容（賃金関
係）

待遇差の比
較対象者の
選定

16.1%4.0%0.9%0.4%6.7%4.0%6.3%4.5%7.2%3.6%43.9%56.1%派遣労働者（ｎ＝223）

18.6%ーーーー9.3%7.0%2.3%4.7%7.0%46.5%53.5%派遣先均等・均衡方式
（n=43）

16.4%13.4%3.0%1.5%22.4%ーーーーー46.3%53.7%労使協定方式（n=67）

15.0%ーーーー4.4%9.7%8.0%12.4%4.4%41.6%58.4%まったく知らない・わからない
（n=113）

特に理由はない、考
えたことがないその他

誰に説明を求めれば
良いか、分からないか
ら

説明を求めやすい雰
囲気がないから

説明を求めると、不
利益な取扱いをされ
る恐れがあるから

説明を求めることが
できることを知らな
かったから

そもそも正社員の待
遇についてよく知らな
いから

自身の待遇や正社
員との待遇差に関心
がないから

自身の待遇や正社
員との待遇差に、納
得しているから／大
きな不満はないから

【複数回答】

40.0%3.2%11.3%11.6%9.7%11.8%20.8%9.1%18.5%派遣労働者（ｎ＝899）

31.3%6.0%7.2%12.0%15.7%9.6%18.1%6.0%25.3%派遣先均等・均衡方式
（n=83）

26.6%5.0%12.8%14.7%10.6%14.2%25.2%11.5%22.5%労使協定方式（n=218）

46.2%2.2%11.4%10.4%8.5%11.2%19.6%8.7%16.1%まったく知らない・わからない
（n=598）



求職活動中に重視したポイントと、入手状況

80

求職活動中、重視したポイントは、勤務地・業務内容・給与水準のほか、労働時間や福利厚生などの割合が高い。

現在の勤め先について必要とした情報の入手状況では、「得られた」が６割超の一方、充分又はまったく「得られ

なかった」割合も高い。

求職活動中、仕事を見つける上で重視したポイント（複数回答）

有効回答全体
（n=10,000） 派遣労働者

（n=986）

61.0%61.1%勤務地（通勤しやすさ）

52.0%49.1%業務の内容

48.8%34.1%時給や基本給の水準

21.2%24.3%所定労働時間の長さ（短
さ）

19.9%17.2%有給休暇の取りやすさ

18.3%10.8%残業の有無

17.1%14.4%通勤手当など諸手当の有無

15.2%15.3%上司や同僚、職場の雰囲気

14.3%24.6%シフト制など勤務の柔軟性

14.0%12.3%責任の程度

※複数回答のうち、派遣労働者の回答割合が高い項目上位10項目を割合順に掲載。なお、「特にない」（有効回答全体14.4％、
派遣労働者15.6%）を除く。

求職活動中、現在の勤め先について必要とした情報の入手状況

有効回答全体
（n=10,000） 派遣労働者

（n=986）

66.2%64.5%得られた

26.5%29.8%充分に得られた

39.8%34.7%得られたが、充分ではな
かった

9.6%6.5%まったく、得られなかった

24.1%29.0%特に、必要なかった

労働者調査

速報値・未定稿

資料出所：JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）



行政ＡＤＲ（紛争解決のための業務）

81

派遣労働者の同一労働同一賃金について、派遣労働者に関するトラブルの早期解決を図ることを目的とした、事業主（派遣元事業主・派
遣先）と派遣労働者との間の紛争を裁判を経ずに解決する手続（下記①及び②の二つの方法がある）。

① 都道府県労働局長による紛争の解決の援助（法第47条の７）

都道府県労働局長が、派遣労働者と事業主のトラブルを法に忠実かつ客観的な立場から、当事者双方の意見を聴取し、双方の意見を尊重
しつつ、法律の趣旨に沿って問題解決に必要な具体策を提示（助言・指導・勧告）することによりトラブルの解決を図る制度。

② 調停（法第47条の８）

調停委員が、当事者である派遣労働者と事業主双方から事情を聴取し、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に調停案の受
諾を勧告することにより紛争の解決を図る制度。

調停は、弁護士や大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家が援助の主体となるため、高い公平性、中立性、的確性が期待でき
る。

① 派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡待遇の確保の措置（法第30 条の３）

② 一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保の措置（法第30 条の４）

③ 雇い入れようとするときの待遇に関する事項の説明（法第31 条の２第２項）

④ 労働者派遣をしようとするときの待遇に関する事項の説明（法第31 条の２第３項）

⑤ 派遣労働者から求めがあったときの比較対象労働者との待遇の相違の内容及び理由等の説明（法第31 条の２第４項）

⑥ 派遣労働者が待遇に関する事項の説明を求めたことを理由とする不利益な取扱いの禁止（法第31 条の２第５項）

⑦ 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施（法第40 条第２項）

⑧ 給食施設、休憩室及び更衣室の利用の機会の付与（法第40 条第３項）
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行政ADR（労働者派遣法）の対象となる紛争

③ 実績

合計令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度

２件０件０件０件１件１件援助

８件１件１件１件３件２件調停



教育訓練の実施状況

実施状況では、派遣元・派遣先・派遣労働者とも９割程度が何らかの訓練を実施（受講）している。

訓練内容では、派遣元・派遣労働者で「入職時等の基礎的訓練」、派遣先で「OJT（業務内での訓練）」の割合が

高く、次いで「職能別訓練（業務スキルに関する研修等）」の割合が高い。

資料出所：厚生労働省委託事業「令和４年度派遣労働者の不合理な待遇差の解消に係る調査研究事業」

派遣元事業所

労使協定方式
(n=1,242)

派遣先均等・均
衡方式

(n=126)
全体
(n=1,418)

77.9%65.9%74.8%入職時等での
基礎的訓練

64.0%54.0%61.6%
職能別訓練
（業務スキルに
関する研修
等）

41.0%29.4%38.6%
職層別訓練
（リーダー研修
等）

13.0%9.5%12.3%職種転換訓
練

1.4%1.6%1.3%その他

7.7%14.3%8.1%Off-JTを実施
していない

1.4%2.4%3.6%無回答

派遣先事業所

労使協定方式
(n=859)

派遣先均等・均
衡方式

(n=581)
全体
(n=1,440)

80.7%72.8%77.5%OJT（業務内
での訓練）

33.3%23.1%29.2%
職能別訓練
（業務スキルに
関する研修
等）

2.1%1.2%1.7%職種転換訓
練

0.9%0.7%0.8%
職層別訓練
（リーダー研修
等）

9.2%3.1%6.7%その他

10.5%17.6%13.3%実施していな
い

派遣労働者

労使協定方式
(n=170)

派遣先均等・均
衡方式

(n=73)
全体

(n=425)

63.5%57.5%59.8%入職時等での
基礎的訓練

54.1%53.4%51.3%
職能別訓練
（業務スキルに
関する研修
等）

49.4%37.0%43.8%OJT（業務内
での訓練）

3.5%19.2%6.4%
職層別訓練
（リーダー研修
等）

5.3%13.7%4.5%職種転換訓
練

5.3%0.0%3.8%その他

5.3%5.5%6.8%教育訓練を受
けていない
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労働者調査派遣先調査派遣元調査

公表値



キャリア形成支援の実施状況

実施状況では、「実施していない（受けていない）」派遣元（事業所）は少ない（16.5%）が、派遣労働者（働く側）

で見ると割合が高い（約７割）。

支援内容では、派遣元・派遣労働者とも「（派遣元）営業担当によるキャリア面談」の割合が高い。

資料出所：厚生労働省委託事業「令和４年度派遣労働者の不合理な待遇差の解消に係る調査研究事業」

労使協定方式
(n=1,242)

派遣先均等・均衡方式
(n=126)

全体
(n=1,418)

派遣元事業所

44.2%37.3％42.1%営業担当によるキャ
リア面談

29.3%24.6%28.0%社内でのキャリア研
修の実施

29.6%20.6%28.1%社内カウンセラーに
よるキャリア面談

2.8%2.4%2.7%社外カウンセラーに
よるキャリア面談

1.2%0.8%1.2%その他

15.4%30.2%16.5%特に実施していない

2.2%2.4%4.3%無回答

労使協定方式
(n=1,259)

派遣先均等・均衡方式
(n=621)

全体
(n=4,274)

派遣労働者

19.0%25.3%15.6%
派遣元（派遣会社）
の営業担当による
キャリア面談

15.3%14.8%10.3%
派遣元（派遣会社）
が行うキャリア研修
の受講

8.7%20.5%7.7%
派遣元（派遣会社）
の社内カウンセラー
によるキャリア面談

3.7%11.1%3.0%社外カウンセラーに
よるキャリア面談

0.2%0.0%0.1%その他

62.8%44.3%70.9%特に受けていない
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労働者調査派遣元調査

公表値



労使協定の認知度

84

過半数代表者の選出の認知度は５割超。

労使協定書を「見たことがあり、内容も知っている」が１割、「見たことはあるが、内容は覚えていない」が３割、

「見たことがない」が４割。

労使協定の締結は過半数代表者によるものが９割であり、選出方法は「挙手」が４割超。

まったく知らない・わからない派遣元が定めたルールに応じて決まる
（労使協定方式）

派遣先の正社員の待遇に応じて決まる
（派遣先均等・均衡方式）

派遣労働者の待遇決定方式等にか
かる認識（n=4,274）

56.0%29.5%14.5%計

知らない知っている過半数代表者の選出の認識
（n=1,259）

42.5%57.5%計

覚えていない、
わからない

見たことがない
見たことはあるが、
内容は覚えていない

見たことがあり、
内容も知っている

労使協定書を見た経験
（n=1,259）

16.1%42.6%30.3%11.0%計

その他持ち回り挙手投票
（Web・ｱﾌﾟﾘ）

投票
（メール）

投票
（紙）

過半数代表者の選出方法
（複数選択、n=6,715）

7.8%8.9%46.7%14.4%22.2%28.5%計

わからない過半数組合内勤社員や営業等、
派遣労働者以外の過半数代表者

派遣労働者の
過半数代表者

過半数代表者の属性
（複数選択、n=6,715）

3.4%4.3%40.5%51.8%計

出典：厚生労働省委託事業「令和４年度派遣労働者の不合理な待遇差の解消に係る調査研究事業」

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書№218「派遣労働をめぐる政策効果の実証分析」」

労働者調査

公表値



派遣労働者の同一労働同一賃金に係る施行体制
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派遣労働者の同一労働同一賃金の施行について、労働局が新たに労働基準監督署と連携し、同一労働同一賃金の遵

守を徹底するとともに、キャリアアップ助成金等を活用し、非正規雇用労働者の待遇改善を支援している。
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）

都
道
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県
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労働基準監督署による事実関係の確認

対象企業選定 労働者派遣法に基づく
派遣元事業主等への指導

監督の実施

都
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：同一労働同一賃金施行時からの既存の取組

：新規の取組 （令和４年12月から）
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労働者派遣法の履行確保に向けた指導監督状況（令和２年度以降）
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（派遣元事業主）

（派遣先事業主）

資料出所：厚生労働省職業安定局需給調整事業課調べ

令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度内容法条項

4,757件6,122件6,453件2,573件労使協定の内容法第30条の４第１項

3,571件4,044件3,664件2,407件派遣労働者に対する就業条件等の明示法第34条第１項

2,974件3,422件3,291件2,065件派遣元管理台帳の記載法第37条第１項

2,663件2,758件2,804件1,784件事業所ごとの情報提供（マージン率等の提供等）法第23条第５項

2,450件2,771件2,551件1,651件労働者派遣契約締結の内容法第26条第１項

2,100件2,465件2,295件1,009件
比較対象労働者に関する情報提供がないときの
労働者派遣契約の締結

法第26条第９項

1,633件2,346件2,568件1,135件労働者派遣をしようとするときの明示及び説明法第31条の２第３項

384件404件319件163件派遣先均等・均衡方式の内容法第30条の３第１項、第２項

２件４件１件２件派遣労働者への待遇に関する説明法第31条の２第４項

令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度内容法条項

2,010件1,428件932件583件派遣先管理台帳の記載法第42条第１項

1,154件795件635件258件比較対象労働者に関する情報提供法第26条第７項

833件553件422件353件労働者派遣契約締結の内容法第26条第１項

657件473件305件197件派遣元事業主に対する抵触日の通知法第26条第４項

278件216件53件15件過半数労働組合等への意見聴取法第40条の２第４項

４件３件１件０件比較対象労働者の情報変更時の情報提供法第26条第10項

４件２件１件０件派遣料金の配慮法第26条第11項



現在の派遣元・派遣先に不満である場合の理由（複数回答）（ｎ＝308）

20.8%職場の人間関係や雰囲気が悪い46.1%職務や働きぶり、賃金・労働条件が見合わない

19.2%人事評価がない、あっても公正に評価されない27.9%職務の変化や勤続年数等が、賃金に反映されない

17.5%働かない人がいる23.4%いつ解雇・雇止めされるかわからない

13.3%正社員との待遇差について、説明がない23.4%仕事がきつい、就労環境が悪い

資料出所：JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）21.8%正社員に比べて、賃金や労働条件が低い

現在の派遣元・派遣先の満足度
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現在の労働条件や仕事に対しての満足度では半数近くが「満足」と回答。待遇決定方式間で有意な差は見られない。

「不満」である場合、「職務や働きぶり、賃金・労働条件が見合わない」「職務の変化や勤続年数等が、賃金に反

映されない」のほか、人事評価や待遇に関する説明についての「不満」が理由として挙げられている。

派遣労働者計
(n=986)

現在の派遣元の会社（派遣会社）

での労働条件に対する満足度 まったく知らない・わからない
(n=631)

労使協定方式
(n=247)

派遣先均等・均衡方式
(n=108)

40.3%51.4%52.8%44.4%満足

33.1%25.9%22.2%30.1%何とも言えない・わからない

26.6%22.7%25.0%25.5%不満

派遣労働者計
(n=986)

現在の派遣先の会社での働き方
や仕事に対する満足度 まったく知らない・わからない

(n=631)
労使協定方式

(n=247)
派遣先均等・均衡方式

(n=108)

41.4%49.4%50.0%44.3%満足

33.4%29.6%27.8%31.8%何とも言えない・わからない

25.2%21.1%22.2%23.8%不満

労働者調査

速報値・未定稿

※複数回答のうち、派遣労働者の回答割合が高い項目上位９項目を割合順に掲載。なお、「その他」（14.9%）を除く。



今後の働き方に関する希望

88

今後も「派遣労働者として働きたい」割合は、34.2％。前回調査（平成29年）から7.5ポイント上昇。

「派遣労働者以外の就業形態で働きたい」割合は、37.0％。前回調査（平成29年）から12.1ポイント低下。

今後の働き方に関する希望

資料出所：厚生労働省「令和４年派遣労働者実態調査の概況」資料出所：厚生労働省「平成29年派遣労働者実態調査の概況」

派遣労働者以
外の就業形態
で働きたい

派遣労働者
として働き
たい

平成29年 パート等の正
社員以外の就
業形態で働き
たい

正社員として
働きたい

(11.0％)(80.9％)49.1％26.7％総数

(5.3％)(86.6％)44.5％23.7％男

(15.6％)(76.3％)53.5％29.6％女

派遣の種類

(12.5％)(78.6％)51.0％28.7％登録型

(9.1％)(83.9％)46.8％24.4％登録型以外

派遣労働者以
外の就業形態
で働きたい

派遣労働者
として働き
たい

令和４年 パート等の正
社員以外の就
業形態で働き
たい

正社員として
働きたい

(15.9％)(74.3％)37.0％34.2％総数

(11.2％)(82.0％)36.6％37.9％男

(19.6％)(68.1％)37.3％31.2％女

派遣の種類

(21.4％)(68.9％)44.7％36.1％登録型

(8.0％)(82.0％)29.7％32.4％登録型以外

労働者調査

公表値



Ⅲ．H30年労働者派遣法改正の施行状況等

１．H30年労働者派遣法改正の施行状況・・・・６４

２．労働者派遣制度の現状・・・・・・・・・・９０



派遣労働者の推移

派遣労働者は156万人。役員を除く雇用者に占める派遣労働者の割合は2.7％。非正規雇用労働者に占める派遣労働

者の割合は7.3％ （2023年平均）

(+12) (▲2) (+7)

(+35)
(+21)

(+22) (+5) (+7)

(▲32)
(▲12) (±0) (▲5)

(+25) (+3) (+8) (+6) (+1) (+3) (+5) (▲3) (+2) (+8) (+7)
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（資料出所）2003年までは総務省「労働力調査（特別調査）」（2月調査）長期時系列表9、2004年以降は総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表10
（注）1）2009年の数値は、2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。

2）2010年から2014年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
3）2015年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
4）2011年の数値、割合は、被災3県の補完推計値を用いて計算した値（2015年国勢調査基準）。
5）雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。
6）雇用者：会社，団体，官公庁あるいは自営業主や個人の家庭に雇われて賃金給料をもらっている者であって、「役員」以外の者。
7）非正規雇用労働者：勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」である者。
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派遣労働者の推移(男女別）

女性の派遣労働者は95万人。派遣労働者全体に占める女性の割合は約61％、非正規雇用労働者のうちパート・アル
バイトにおける女性の割合（76.2%）に比べ、女性の割合は低い。

91
（資料出所）総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表10

（注）2016年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
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派遣労働者の推移（男性・年齢階級別）（2 0 0 0 年～2 0 2 3年）

「25～34歳」「35～44歳」の人数は近年大きな変化はない。2013年以降は45歳以上の増加傾向が続いている。

65歳以上の人数は「35～44歳」の人数よりも多い。
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（資料出所）「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表10
注） 1) 2007年の数値は、2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。

2) 2012年から2014年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
3) 2015年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。

（万人）
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派遣労働者の推移（女性・年齢階級別）（2 0 0 0 年～2 0 2 3年）

「25～34歳」「35～44歳」の人数は近年大きな変化はない。2013年以降は45歳以上の増加傾向が続いている。
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（資料出所）「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表10
注） 1) 2007年の数値は、2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。

2) 2012年から2014年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
3) 2015年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。

（万人）
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派遣労働者の増減の要因（人数）

派遣労働者のうち、女性割合は約６割で推移している。

年齢別に見ると、女性では、15～44歳の割合が低下傾向にある一方、45～64歳で上昇傾向にある。男性では、15
～44歳の割合が２割程度で推移する一方、45～64歳で上昇傾向にある。

男性・15～44歳 16.0%

27.1% 25.9%
19.0% 17.9%

6.0%

男性・45～64歳 9.3% 11.2%

12.4% 14.1%

男性・65歳以上

女性・15～44歳 66.0%

46.4% 40.5%

35.8% 30.1%

女性・45～64歳 8.0%
12.9%

16.4%

23.4%
26.3%

女性・65歳以上

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

（資料出所）「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表10
注） 1) 2007年の数値は、2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。

2) 2012年から2014年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
3) 2015年から2021年までの数値は、2020年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。

女性
60.9%
(2023年)

男性
39.1%
(2023年)
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派遣労働者の推移（無期・有期別）

無期雇用派遣労働者が全派遣労働者に占める割合は約41％。

無期雇用派遣労働者は2018年以降増加が続いており、2016年から2023年にかけて1.58倍に増加。

95

26.0% 25.6% 29.1%
35.0% 39.1% 40.2% 40.3% 41.1%

74.0% 74.4% 70.9%
65.0% 60.9% 59.8% 59.7% 58.9%
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有期雇用派遣労働者 無期雇用派遣労働者

資料出所：厚生労働省「労働者派遣事業報告（６月１日現在の状況）」
※「無期雇用派遣労働者」とは、・・・ 派遣労働者のうち、期間を定めないで雇用される派遣労働者
※「有期雇用派遣労働者」とは、・・・ 派遣労働者のうち、期間を定めて雇用される派遣労働者



派遣労働者の構成（雇用形態別・業務別）

96

有期では「一般事務従事者」、無期では「情報処理・通信技術者」の他、専門技能を要する業務の割合が高い。

一般事務従事者
410,808 人
(21.3%)

製品製造・加工処理事業者
288,302 人
(15.0%)

情報処理・通信技術者
182,701 人
(9.5%)

機械組立従事者
101,762 人
(5.3%)

営業・販売事務従事者
72,781 人
(3.8%)

運搬従事者
72,062 人
(3.7%)

事務用機器操作員
67,236 人
(3.5%)

製造技術者
60,554 人
（3.1%）

製品検査従事者
59,406 人
(3.1%)

その他
608,843 人
(31.6%)

雇用形態・業務計

派遣労働者数
1,924,455人

雇用形態別の業務割合

有期雇用派遣労働者無期雇用派遣労働者

301,718
(26.6%)一般事務従事者156,382

(19.8%)情報処理・通信技術者

174,845
(15.4%)

製品製造・加工処理事業
者

113,457
(14.3%)

製品製造・加工処理事
業者

61,333
(5.4%)機械組立従事者109,090

(13.8%)一般事務従事者

53,477
(4.7%)運搬従事者47,854

(6.0%)製造技術者

48,944
(4.3%)営業・販売事務従事者45,391

(5.7%)その他の技術者

44,725
(3.9%)

その他の運搬・清掃・包装
等従事者

40,429
(5.1%)機械組立従事者

41,555
(3.7%)事務用機器操作員26,075

(3.3%)建築・土木・測量技術者

38,326
(3.4%)製品検査従事者25,681

(3.2%)事務用機器操作員

34,406
(3.0%)介護サービス職業従事者23,837

(3.0%)営業・販売事務従事者

33,534
(3.0%)商品販売従事者21,080

(2.7%)製品検査従事者
（資料出所）厚生労働省「労働者派遣事業の令和５年６月１日現在の状況（速報）」 96



（参考）調査の概要



厚生労働省「令和３年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」の概要
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• パートタイム・有期雇用労働法が令和２年４月１日から施行され、同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、

基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されたことから、パートタイム・有期雇用労働

者の就業形態について、企業における雇用管理の状況、待遇や働き方に対する労働者個人の意識なども含めて把握し、パートタ

イム・有期雇用労働法の施行後の状況を明らかにして、パートタイム・有期雇用労働者に対する諸問題に的確に対応した施策の

立案に資することを目的とする。

調 査 目 的 等

調 査 実 施 概 要

個人調査事業所調査

令和３年10月18日～11月30日令和３年９月24日～10月15日調査期間

令和３年10月１日時点令和３年10月１日時点調査時点

調査対象事業所に就業しているパートタイム労働者及
び有期雇用労働者 22,974人

29,416事業所調査対象

調査対象事業所から配布、回答は郵送郵送調査、回答は郵送又はオンライン調査方法

13,114人、57.1％15,263事業所、51.9％有効回収（回答）率



厚生労働省「令和３年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」の概要
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調 査 の 用 語 解 説

個人調査事業所調査

常用労働者のうち、パートタイム・有期雇用労働者を除いた正規雇用の労働者（短時間正社員を含む）正社員

「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」全ての就業形態の労働者
パートタイム・有期雇
用労働者

期間を定めずに雇用されており、かつ、１週間の所定労働時間
が同一の事業主に雇用されている通常の労働者（正社員）に比
べて短い労働者

常用労働者のうち、事業所に直接雇用されている労働者で、
期間を定めずに雇用されており、かつ、１週間の所定労働時
間が同一の事業主に雇用された通常の労働者（正社員）に比
べて短い労働者

無期雇用パートタイム

１か月以上の期間を定めて雇われている者であって、1年契約、
６か月契約など期間を定めた労働契約により雇用されており、
かつ、１週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用された通常
の労働者（正社員）に比べて短い労働者

常用労働者のうち、事業所に直接雇用されている労働者で、
1年契約、６か月契約など期間を定めた労働契約により雇用
されており、かつ、１週間の所定労働時間が同一の事業主に
雇用された通常の労働者（正社員）に比べて短い労働者

有期雇用パートタイム

１か月以上の期間を定めて雇われている者であって、1年契約、
６か月契約など期間を定めた労働契約により雇用されており、
かつ、１週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用された通常
の労働者（正社員）と同じ労働者

常用労働者のうち、事業所に直接雇用されている労働者で、
1年契約、６か月契約など期間を定めた労働契約により雇用
されており、かつ、１週間の所定労働時間が同一の事業主に
雇用された通常の労働者（正社員）と同じ労働者

有期雇用フルタイム

無期労働契約を締結し、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同種のフルタイム正社員と同等で、所定労働
時間（日数）が短い正社員

短時間正社員

企業（事業所）において、正社員に対して勤務地の変更（転勤）を一般的に行っている場合に、無期労働契約ではあるが、転
勤するエリアが限定されていたり、転居を伴う転勤がなかったり、あるいは転勤が一切ないなど、通常の正社員とは異なる雇
用管理を行う正社員

勤務地限定正社員

企業において、無期労働契約ではあるが、担当する職務内容や仕事の範囲が他の業務と明確に区別され、限定されているなど、
通常の正社員とは異なる雇用管理を行う正社員

職種限定正社員

基本給、賞与、退職金、各種手当、福利厚生、教育訓練など待遇



独立行政法人労働政策研究・研修機構（ J I L P T ）による実態調査の概要
（ 「 同 一 労 働 同 一 賃 金 の 対 応 状 況 等 に 関 す る 調 査 」 ）
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• パートタイム・有期雇用労働法の施行（令和３年４月１日全面施行）に伴い、通常の労働者とパートタイム労働者、有期雇用

労働者の間の不合理な待遇差を禁止する、いわゆる同一労働同一賃金ルールが導入されたところ。

• 厚生労働省の要請を受けて、同一労働同一賃金ルールへの対応状況等を把握するため、企業調査及び労働者調査を行った。

調 査 目 的 等

調 査 実 施 概 要

労働者調査企業調査

令和５年９月５日～13日
大企業調査：令和５年９月29日～10月20日
中小企業調査：令和５年10月２日～10月16日

調査期間

令和５年９月時点令和５年８月末日時点調査時点

インターネット調査会社の登録モニター
国内在住かつ国内企業に勤務する満15歳以上のパート
タイマー・アルバイト、契約社員・嘱託等の非正規雇
用労働者（定年後の再雇用社員（正社員を除く。）、
派遣労働者を含む） １万人

大企業調査：調査会社の企業データベースに登録のある企
業のうち、従業員301人以上規模の企業 5,000社
中小企業調査：調査会社のウェブモニター調査の対象とな
る企業として登録している企業のうち、従業員300人以下
の企業 11,880社

調査対象

ウェブ調査
大企業調査：郵送調査、回答は郵送又はオンライン
中小企業調査：ウェブ調査

調査方法

１万人
（性別・年齢層別に層化割付回収のため、回答率は算出せず）

大企業調査：791社、15.8％
中小企業調査：2,727社、23.0％

有効回収（回答）率

※ 企業調査の集計結果については、回答企業の産業別・企業規模別・地域ブロック別の企業数の構成比が、総務省・経済産業省「令和３年経済センサス-
活動調査」における産業別・企業規模別・地域ブロック別の構成に等しくなるよう、係数を乗じた数値を使用している。
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企 業 調 査 の 用 語 解 説

企業調査

直接雇用されている、いわゆる正規雇用労働者（※短時間正社員を含む）正社員

有期雇用又はパートタイムの労働者（「有期フルタイム」「有期パートタイム」「無期パートタイ
ム」のいずれかの労働者）

パート・有期社員

６か月契約や１年契約など、雇用期間を定めた労働契約により、貴社に直接雇用されている労働者有期雇用

特に雇用期間の定めのない（又は定年までの）労働契約により、貴社に直接雇用されている労働者無期雇用

１週間の所定労働時間が正社員と同じか長い、正社員以外で貴社に直接雇用されている労働者フルタイム

１週間の所定労働時間が正社員より短い、正社員以外で貴社に直接雇用されている労働者パートタイム

基本給、手当等の賃金、福利厚生、その他（休暇・休職、教育訓練等）待遇

業務の内容と責任の程度職務

転勤や配置の変更有無・範囲人材活用

独立行政法人労働政策研究・研修機構（ J I L P T ）による実態調査の概要
（ 「 同 一 労 働 同 一 賃 金 の 対 応 状 況 等 に 関 す る 調 査 」 ）



令和４年派遣労働者実態調査 調査結果の概要

○ 令和４年度「雇用の構造に関する実態調査」において、派遣労働者に関する実態調査を実施（前回調査はH29年度）

○ 派遣先と派遣労働者に対して、令和４年10月の状況について調査を実施

○ 調査結果については、令和５年11月に概況公表（記者レク）、令和６年３月に報告書を刊行

事業所（派遣先）調査

派遣労働者が就業している事業所では、全労働
者数のうち、4.0％が派遣労働者とやや増加

【前回：3.2%】

派遣労働者の割合

欠員補充 (76.5%)、業務量変動への対応
(37.2%)、軽作業・補助的業務 (30.9%)、

専門性を活かした人材の活用 (19.9%)
就業させる理由

過去１年間での派遣先での教育訓練・能力開発
の実施割合は69.7%と増加

【前回：59.0%】

教育訓練・能力開発

派遣労働者の正社員登用制度がある事業所は
14.3%とやや増加 、過去１年間での正社員登
用実績についても登用制度の有無を問わずやや
増加 （計3.8％）

【前回：3.0%】

正社員登用制度

過去１年間に派遣就業期間が期間制限３年に達
した派遣労働者がいた事業所は24.6％

個人の期間制限制度

個人の期間制限に対する意見は、「今のままで
良い」が29.0％と最多、事業所規模が大きくな
る（大企業）ほど、「今のままで良い」の割合
が高くなっている傾向

労働者調査

派遣としての通算期間は「10年以上」が28.2％
（最多）と大きく増加

【前回：19.3%】

派遣としての通算期間

「期間の定めはない」（無期雇用）が38.4％
（最多）と大きく増加

【前回：20.9%】

労働契約期間

平均賃金は1,510円と増加。全体の傾向として、より
高い賃金区分への移行が進んでいる。
賃金に対して「満足」 と回答した割合が41.1％と増
加 、「満足していない」と答えた理由では、同一労
働同一賃金に関するものの選択率が減少

【前回：34.2%】

賃金

過去１年間で教育訓練を受講した割合は65.5％
と大きく増加 、受講先は、派遣元が31.2％、
派遣先が37.4％。どちらもやや増加

【前回：50.6%】

教育訓練

過去１年間に派遣就業期間が期間制限３年に到
達した割合は23.5％、個人の期間制限に対する
意見は、「制限は不要」が31.9％（最多）、
「今のままでよい」が26.0％となっている

個人の期間制限制度

今後、「派遣労働者として働きたい」割合は
34.2％と大きく増加 【前回：26.7%】

一方、派遣以外の就業形態を希望する割合は
37.0％と大きく減少 【前回：49.1%】

今後の働き方の希望
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